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予 算 決 算 委 員 会 会 議 録 
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 大 塚  享 議会事務局係長 
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 鮎 川 弘 子 市 民 課 長  繁 田  誠 観光振興課長 

  

７．会議の次第は次のとおりである。 
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    午前９時３４分開会 

○委員長（猶野智和君） おはようございます。きのうに引き続きまして、予算決算委

員会を開きます。 

商工費を議題といたします。執行部より説明を求めます。白井建設経済部次長。 

○建設経済部次長（白井栄次君） それでは引き続きまして、７款商工費についての御

説明をさせていただきます。予算の概要書につきましては５２ページをお開き願えた

らと思います。 

一番下でございますけれども、まず、１項商工費・１目商工総務費、総額では前年

度と比較して６１１万円減の８,５２４万７，０００円を計上いたしてございます。

内訳について御説明申し上げます。 

先ず、竹林等資源活用事業において、３,５８４万７，０００円を計上しておりま

す。指定管理委託料１,８６０万円と竹材等資源活用事業運営補助金１,７００万円が

主な内容でございます。指定管理委託料の減に伴いまして、前年度と比較して２５１

万９，０００円の減となったところでございます。 

  続いて、ページ変わりまして５３ページ一番上でございますけれど、第三セクター

改革推進事業として、前年度と同額の３６万７，０００円を計上いたしております。 

  続きまして、２目商工振興費において、前年度と比較して１,３２６万４，０００

円減の１億１,３９２万１，０００円を計上いたしております。 

内訳につきましては、まず、１の商工業活性化事業においては、商工会支援事業と

して１，３００万円を計上いたしております。山口県による商工会事務局長設置費等

に対する補助金の減額に対応するため、前年度と比較して３００万円増となったとこ

ろでございます。 

  次に、２番目の商店街活力アップ支援事業につきましては、商店街が実施する賑わ

いの創出や、組織の体質強化などの取り組みに対して補助金を交付する事業で、前年

度と同額の２１０万円を計上いたしております。 

  次に、３の元気みね未来創造事業補助金及び４番目の移住創業等支援事業補助金に

つきましては、ともに市内で創業または継業する事業者に対して補助する事業でござ

います。平成２８年度から新規事業として実施をいたしておるところでございまして、

３番目の元気みね未来創造事業補助金は、官公庁への申請書類の作成経費等のソフト

事業に対する補助で前年度と同額の９０万円。また、４番目の移住創業等支援事業補
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助金につきましては、工事請負費等のハード事業に対する補助で、前年度と同様の６

０万円をそれぞれ計上いたしたところでございます。 

  次に、中小企業融資事業において、美祢がんばる企業応援資金融資事業といたしま

て、７,４１４万２，０００円を計上いたしております。 

この事業は、従前の中小企業者融資事業と小規模企業者融資制度を統合し、平成２

８年度から実施を始めたものでございまして、前年度と比較いたしますと１６９万８，

０００円減の７,２４４万４，０００円を計上いたしております。 

  次に、美祢あきない活性化応援事業につきましては、空き店舗を活用して事業を実

施される方に対して、家賃及び店舗改修費の一部を助成する事業でございます。前年

度と比較いたしますと２０万円減の３３０万円を計上いたしております。 

  次に、５４ページをお開き願えたらと思います。 

一番上ですけれども、住宅リフォーム助成事業につきましては、日常から問い合わ

せも多く、需要増の兆しも見えますことから、前年度と比較いたしますと８００万円

と、大幅に増の１,０００万円を計上いたしたところでございます。 

それと、この事業に関しまして、昨日三好委員より和式トイレを洋式トイレに改造

する事業が対象になるかという御質問だったというふうに承っておりますけれども。

この和式から洋式への改造につきましては対象となりますので御承知おきいただけた

らと思います。 

それから、次の交流人口拡大事業におきましては、美祢ランタンナイトフェスティ

バル開催事業として、２００万円増の８００万円を計上いたしてございます。 

  次に、３目流通対策費につきましては、２７万３，０００円減の２１５万２，００

０円を計上いたしております。 

  消費者相談窓口機能強化事業として、１８５万８，０００円を計上いたしておりま

す。 

これは、センターの――消費生活センターの管理経費や相談員の配置に係る経費等

に対応するものでございます。特定財源として地方消費者行政推進事業補助金１７６

万８，０００円を計上いたしております。 

  また、平成２８年４月から新たに消費生活センターを設置したところでございます

けれども、相談件数は増加傾向にあり、徐々に、浸透しつつあるものと捉えておると

ころでございます。 
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○委員長（猶野智和君） 繁田観光振興課長。 

○観光振興課長（繁田 誠君） それでは、引き続き予算の概要の５４ページをごらん

ください。４目観光費でございます。主に、新規事業、拡充事業につきまして御説明

申し上げます。 

まず最初に、２番目の情報発信体制強化事業、デスティネーションキャンペーン事

業としまして、７５５万５，０００円を計上しております。 

  これは、平成２９年度が本事業となります、幕末維新やまぐちデスティネーション

キャンペーンとして、山口県全体でのＪＲグループと行う大型観光キャンペーンです。

この間の美祢市での取り組み事業の主は、メインイベントとしまして、１１月に秋吉

台での夜のイルミネーションイベントを実施する予定としております。このイベント

運営経費としまして、事業負担金及び実行委員会経費を５５０万円計上しております。 

  次に、域内交通充実・強化事業の周遊観光促進事業として、２０９万５，０００円

計上しております。これにつきましては、サイクル県やまぐちの取り組みに協働し、

かつ宇部市・山口市との３市連携で取り組む観光地域づくりの取り組みに合わせ、市

にサイクル全体を考える協議会を組織し、サイクルイベント、観光レンタサイクル等

の仕組みの構築を行うための支援事業費として２００万円を計上いたします。 

続きまして、５５ページ２番目、イベント応援隊事業として６００万円を計上して

おります。事業は、今現在「観光地域づくり応援サポーター」を募集しておりますが、

まだまだ応募が少数であるため、引き続き募集を行い、体制が整い次第、２９年度の

主要観光イベント、または地域の観光イベントへ依頼に基づき派遣を行うものでござ

います。 

  このイベント応援隊事業費として、報償費を主に５００万円計上しております。 

また別に、イベント拡充支援補助金として、観光イベント及び地域のイベントを盛

り上げ、観光交流人口をふやすために、山口県の名物である餅まきに着目しまして、

餅まきを行うイベントを支援する補助事業を１００万円組んでおります。 

次に、スポーツ・観光交流事業としまして、２８８万８，０００円を計上しており

ます。 

これにつきましては、このたびレノファ山口ＦＣのホームタウンとなることを契機

として、美祢市の抱える地域課題の解決にホームタウンとなることを活用する事業と

なります。一つに、市民にスポーツの気運を高めるために、市民を挙げてレノファ山
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口を応援することを目的に、親子をレノファ山口の試合へ招待する市民・ジュニアサ

ポーター拡大応援事業、二つに、みねレノファグラウンド整備事業として将来的整備

を検討を行う事業視察、その他、レノファ山口のホームタウンの試合時に、美祢市の

宣伝ブースを出展する事業。また、レノファ山口の選手等を活用し、美祢市内への観

光スポットへ多くのサポーター等が訪れる施策を展開する観光振興事業を行います。 

  観光振興課主要事業は以上です。 

○委員長（猶野智和君） 安永観光総務課長。 

○総合観光部観光総務課長（安永一男君） 引き続き、観光費の中の観光施設改修事業

について御説明いたします。 

主な事業といたしまして、大岩郷周辺整備事業です。予算額は、５，０００万円で

ございます。財源内訳としまして、５，０００万円が地方債となります。 

内容は、重要なジオサイトの一角である大岩郷地区を訪れる観光客のおもてなしと

して利便性を高めるために、駐車場及びその周辺を整備するものでございます。 

  以上です。 

○委員長（猶野智和君） 白井建設経済部次長。 

○建設経済部次長（白井栄次君） 続きまして、ページは一緒でございますけど、その

一つ下、５目道の駅管理経費におきまして、前年度と比較いたしまして７２万４，０

００円減の３,２３１万２，０００円を計上いたしております。 

  重点施策の道の駅活用事業については、道の駅おふく並びに道の駅みとう二つの道

の駅の管理・運営に係る経費として３,１８４万１，０００円を計上しております。 

主な支出は、指定管理委託料２,１２４万２，０００円が主な支出でございます。 

  続きまして、５６ページをお開き願いたいと思います。 

  上から２番目でございますけれど、７目企業誘致対策費におきまして前年度と比較

して１１６万９，０００円増の４８５万８，０００円を計上いたしております。 

  増額の主な要因といたしましては、十文字工業団地内に敷設されている水路につい

て、部分的に底板が破損しておりまして、この底板の張替えを行うための工事の実施

が主な増の要因となっております。 

  次に、８目十文字工業団地給水施設管理運営事業において、１,１５２万６，００

０円を計上いたしております。 

  現在、水道事業局への、この水道事業の移管に向けた取り組みを進めているところ
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でございますけれども、移管前に実施すべき業務の一つとして、２９年度におきまし

てはテレメーターの設置を予定いたしております。この結果、前年度と比較して９０

０万円の増となったところでございます。 

  次に、９目六次産業化推進事業費につきましては、前年度と比較して３０４万円増

の１,２６２万５，０００円を計上いたしております。 

  内訳について御説明を申し上げますが、まず六次産業化推進事業の１、六次産業化

スキルアップ事業についての御説明でございますけれど、平成２９年度におきまして

は美祢市六次産業化基本計画の計画期間５年目の最終年度にあたりますことから、新

年度におきましては、１年間かけての計画の見直しを予定をしておるところでござい

ます。 

  見直しにつきましては、既存の六次産業化推進協議会において実施することを予定

しておりますけれども、関係者との意見交換会を実施するほか、計画書の印刷製本費

等も計上しておりまして、事業費につきましては前年度と比較いたしまして、１９万

４，０００円増の５４万７，０００円となっておるところでございます。 

  次に、２つ目の六次産業化振興推進事業についてでございます。 

  これは、六次産業化に取り組む個人、団体に対し、２０万円の上限で補助する事業

でございます。最近の動向を踏まえ、前年度比２０万円減の１００万円を計上いたし

ております。 

  続きまして５６ページの一番下、ミネコレクション推進事業についてでございます。 

  まず、一つ目のミネコレクションプロモーション事業につきましては、前年度比で

２４２万６，０００円増の７７８万１，０００円を計上いたしております。 

  新年度におきましては、ミネコレクションのパンフレットやポスターを制作いたす

とともに、バッグやＷｅｂ等を最大限有効に活用できるよう、これらを連動させた統

一的かつ一体的なプロモーションの展開を実施いたすこととしております。 

  次に５７ページでございます。 

  一番上でございますけれども、２としてミネコレクションパワーアップ事業につい

て御説明を申し上げます。 

  これは新規事業でありまして、事業費として３００万円を計上いたしております。 

  予算の概要のほうには、認定商品のブラッシュアップ及びブランディング支援、ま

たエース商品を創出し、ミネコレ事業全体のブランド力を高めるという記載がござい
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ますけれども、これをさらに詳しく申しますと、現在５８品目ありますミネコレクシ

ョンの認定商品を、例えば農産物、加工品、それからご当地グルメ等にカテゴリー分

けをし、そのカテゴリーごとにセミナーやワークショップ等を実施し、その過程にお

いて、特に意欲の強い事業者を選定し、再ブラッシュアップの支援を行うこととする

ものでございます。 

  この事業を実施することによって、再ブラッシュアップにより、商品力の向上はも

ちろんでございますけれども、その工程において携わる技術開発やマネジメント、そ

れからデザイン等の各種業務の指導を受けることで事業者の力量の向上も図れるなど、

人財育成にも寄与するものというふうに考えたところでございます。 

  なお、新年度におきましては、六次産業化基本計画の見直しを図るとともに、ミネ

コレクション認定制度につきましても見直しを図る予定といたしておりますことから、

新年度におきます新規の募集は行わないことを予定しておるところでございます。 

  商工費につきましては、以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 説明が終わりました。それでは、質疑を行います。質疑はご

ざいませんか。岩本委員。 

○委員（岩本明央君） 概要書の５４ページの一番上です。 

住宅リフォーム助成事業、大変これ、先ほど部次長さんの御説明がありましたよう

に、昨年度は大変人気がありまして、私も二、三人から、申し込んだらすぐいっぱい

になったらしいというふうなことも聞いております。 

今回約５倍の１，０００万円という予算が組まれました。大変結構だと思います。

これで１，０００万申し込みがあって、１，０００万超えたなってときにまた補正を

組まれるようなお考えがあるかどうか、ちょっとお尋ねいたします。 

○委員長（猶野智和君） 白井建設経済部次長。 

○建設経済部次長（白井栄次君） ただいまの質問につきましては、１，０００万円超

えたときの取り扱いということでございますけれども、なかなかここでお約束するこ

とは難しかろうと思いますけれども……。 

これまでの動向を見ておりますと、おおむね３０件未満、２５件程度の需要がある

わけでございますけれども、今回１，０００万円という大幅な予算を増額させていた

だきましたけれど、どの程度需要が見込めるのかというところ、まだ未確定なところ

もありますので、その辺は、そういった需要がどの程度あるのかっていうことを検証
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するとともに、今後の動向も見据えてですね、その辺は、また再度、その際にまた協

議をいたしたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 岩本委員。 

○委員（岩本明央君） はい、分かりました。実は大工さんによっては、この辺のこと

がまだ十分周知されていないようなこともあるようにうかがっております。その辺も、

実施される御家庭よりも――はもちろんですが、大工さん等にも十分こういうことを、

情報を伝えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（猶野智和君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） まずですね、六次産業についてちょっとお尋ねをしたいと思う

んですが、六次産業推進事業では、１，２６２万５，０００円ですか。去年より３０

０万ふえたと思ったら、これミネコレクションのパワーアップ事業ということで理解

はできたんですが。 

ちなみにですね、２８年、５３５万５，０００だったプロモーション事業のほうが、

７７８万１，０００円ということで増額されております。 

  まず２８年度５８品目の……私が漏れうかがっておるのは、いわゆる商品化した中

に、いろんな、もうただ売ればいいという商品もあれば、イベント等に出向いていっ

て、御当地グルメと同じようにスムージーだとか、うどんだとか、そういうものはそ

うしたイベントでないと物販というわけにはまいりません。その辺で、どの程度販売

実績があったのか。 

それからもう一つは、いわゆるミネコレクションのパワーアップ事業。お聞きする

と、今年はもう募集をやらない。どういうことかよくわかりませんが、なぜやらない

のかというのはちょっとわかりません。また新たなものをつくっていくべきじゃあな

いんじゃろうかなあと、私は思います。その辺で、昨年の実績と、それから今年の３

００万円を単にブラッシュアップだとかブランディングとかいろいろ書いてあります。

５８品目の中、たしか説明の時もあったと思いますが、ジャンル分けしていってどの

ようにやられるかちょっと、もうちょっと具体的に教えていただきたいと、それが１

点。 

それからもう一つは、イベント応援隊の事業についてお尋ねをしたいんですが。た
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しか市報でイベント応援隊の――１日が６，０００円から８，０００円というような

かたちで募集があったと思うんですね。その辺がどの程度の参加者があって、どうい

うこれはやろうとお考えなっているのか。私は、イベント応援隊っていうのは、でき

れば先ほどちょっと申し上げたように、新しいイベントをまずつくり出していく、そ

れから古いイベントを掘り起こしていく。それに磨きをかけながら、情報発信をする。

そして、最終的にはいろんな集落でやっているお祭りなんかにしても、高齢化してい

るからお手伝いをする。こういうことではなかろうかと思うんですが、この中ではど

うしてもそれが読み取れません。 

まず、その六次産業とイベント応援隊の２点について、まずお尋ねをしたいと思い

ます。 

○委員長（猶野智和君） 白井建設経済部次長。 

○建設経済部次長（白井栄次君） 竹岡委員の御質問にお答えいたしたいと思います。 

  まず最初に御質問いただいたのは、ミネコレクションの具体的な実績ということで

お尋ねがございました。地域ブランドの認定制度の中に、それぞれ認定事業者様から

年度ごとに売り上げの実績を御報告いただくという経緯がありますけれど、申し訳ご

ざいません、きょう持ってきた資料のなかに漏れてしまいましたので、後ほどまたお

示しをさせていただければと思います。 

  それから、続いての御質問につきましては、六次産業のパワーアップ事業のより丁

寧な説明を、ということでございましたけれど。最初に、カテゴリーを分けてすると

いうふうに申しましたけれど、その……農産品、それから加工品、それから御当地グ

ルメという、それぞれターゲットが異なります。加工品等につきましては、イベント

がある会場に持って行って、そこで販売ということができますけれど、御当地グルメ

につきましては、基本的には地域に来ていただいて、その現場で食事をしていただき

たいということが主な販売経路になりますので、そういった目的、販売形態が異なる

ものを一緒に議論するのであれば非常に難しいということで、それぞれターゲットと

言いますか、販売形態に分けたグループ分けをして、その中で、その専門的な内容を

協議する中で、いろんなコンサルの方にも入っていただいて、一般的な技術を、技量

を身につけていただくというのが一つの目的でございます。 

  また、エース商品の創出というふうにございますけれども、このパワーアップ事業

を行うにあたりましては、いくらか事業所様の負担も求めてまいるつもりでございま
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すので、そういった被経費的な面、それからモチベーションの面等、特に高いと、そ

の選定された事業所さんにつきましては、二、三事業所さんを予定しておりますけれ

ども、そういった方を重点的に、デザインですとか、あるいはマネジメントですとか、

パッケージ等の改善についての指導についても専門の方にお願いしようとする事業で

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 繁田観光振興課長。 

○観光振興課長（繁田 誠君） 竹岡委員のイベント応援隊にかかわるどのようなイベ

ントを想定されておるか、ということが質問の主だったと思いますが、お答えをいた

したいと思います。 

  まず、従来の観光イベントでは、実行委員会において人員が不足し困っているイベ

ントを想定しております。また、新しいイベントでは、９月に仮称ではありますが、

秋吉台サイクルロードレースが行われるということが決定をしております。 

そのほか、長門市と連携してサイクリング大会を催す計画等もございます。 

さらには、先ほどＤＣにおきまして説明をいたしました１１月に秋吉台で大型のイ

ルミネーションイベントを開催する予定としておりまして、これらにマンパワーが不

足することが想定されております。 

なお、委員も言われましたように当然、地域で行われ、保存・継承・維持・拡大を

行うイベントや行事の取り組みにつきましても、派遣を行う予定としております。 

ただし、地域のイベントに関しましては、そのイベントを支援するだけでは、地域

振興課の事業となっておりますので、観光、地域づくりということもプラスして美祢

市への交流人口の拡大に努めていただくイベントを加味していただくようにしており

ます。 

その部分につきましては、先ほどの餅まきの支援に併せまして、餅まき２倍プロジ

ェクトということで餅まきの増額費用、または市内に市外からお客を呼び寄せる観光

ＰＲの宣伝等につきましても補助する予定としておりますので、それと抱き合わせの

上で地域のイベントを支援してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（猶野智和君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 分かったような、分からんようなんですが。 
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そうしますと、イベント応援隊は、言い方悪いけど、そうしたマンパワー不足とい

うことで、単なるお手伝いをしていただく方をプールしておくと、こういうことなん

でしょうか。 

私が申し上げたいのは、イベント応援隊というのは先ほど申し上げたように新たな

イベントをつくり出していく、それから古い――古いと言いますか、既存のイベント

をもっと磨きをかける。そして、それを情報発信していく。そのうえで、最終的に実

施するときにお手伝いをすると。こういう流れのイベント応援隊ではないんじゃろう

かなというふうにお尋ねをしたんですが。 

もう一回、明確に、いやそれとは違うよと。餅まきの話はされましたけれど、結果

として人が足らんからプールしておこうと、こういう登録制度のようなもので取り組

まれるのか。先だっての市報を見たら、どうもそういうふうにしか読み取れなかった

んで。今年度はどういうふうなお考えなのかなと、もう１回ひとつ答えいただきたい

と思います。 

○委員長（猶野智和君） 繁田観光振興課長。 

○観光振興課長（繁田 誠君） 竹岡委員の御質問にお答えをいたします。 

平成２９年度の事業につきましては、竹岡委員の言われます思いとは若干ずれてお

りまして、最初の解釈どおり、マンパワーの不足を支援していく事業となります。 

ただし、本格稼働が平成２９年度からでございますので、今委員が言われました意

味合いを１年間検証しまして、新たな発展を目指してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（猶野智和君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） はい、よく分かりました。 

ただもう一つ、ミネコレのほうに戻るわけですが。ちょっとあちこちで気になる会

話を聞くんですね。「今度台北行こうや、大阪行こうや、飲めておもしろいよ」と、

こういう誘いがかかってくるんですね。それで、どこまでがどうなのか知らんけど、

会長が「おおい、今度行ったら飲めるか」とか、そういう会話がこう、日常的に聞こ

えてくるんですね。先だっても山焼きのときも、そういう会話があって、聞いた者が

びっくりして帰ってきた。それで誘われた者もびっくりしたというような話があるん

です。ですから、十分に所期の目的が達成できるような使い方をしていただきたい。

これが１点です。 
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  それからもう一つは、ＤＣ事業。これに対して、これは維新１５０年ですから、あ

る程度狭い意味で言えば、一過性のものになってくるんではないかという気がするん

ですね。ですから、もともと実施そのものが一定期間、いわゆる、ある目的に従って

さまざまな手段を用いてやっていこうと、こういうことですから。 

今後やはり、このせっかく７５０万かけてそういう事業を取り組もうということに

なれば、いわゆる誘客の目標というものは当然設定されておられると思うんですね。

どの程度の、美祢に観光客を迎えることができるか、あるいはそれを迎えるためには

どういうことをするのかということもあるだろうと思うんですが、その辺のお考えを

お伺いしたいと思います。 

○委員長（猶野智和君） 繁田観光振興課長。 

○観光振興課長（繁田 誠君） ただいまの竹岡委員のデスティネーションキャンペー

ンの御質問にお答えをいたします。 

このＤＣの事業につきましては、当然平成３０年の明治維新１５０年を目的として

２８年度から――昨年、２８年度はプレＤＣということで行っております。平成２９

年度が本事業の「幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン」ということで

本事業を行います。３０年にはアフターＤＣということで、引き続き３カ年の取り組

みで、この明治維新１５０年に向けた観光客誘致を目指しております。 

ちなみに、秋芳洞の平成３０年の入洞目標数につきましては、６０万人の復活とい

うことで目指してがんばっております。今回の２９年度、秋吉台でのイルミネーショ

ンプロジェクトについては、１１月の３日間でございますので、事業収支からすると、

１日１,０００人の３,０００人ですが、美祢市につきましては、秋芳洞含めまして６,

０００人を目標としております。 

山口県全体での取り組みでございますので、各市の一番強みを生かした各市で取り

組みを行われておりますが、現在美祢市では秋吉台、秋芳洞、別府弁天池等の体験プ

ログラム中心に実施の取り組みを進めております。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 竹岡委員、先に……白井建設経済部次長。 

○建設経済部次長（白井栄次君） 先ほど竹岡委員から、イベントに参加する際の誤解

を与える勧誘についての件でございますけれども。 

今認定事業者が１９事業者いらっしゃいますけれども、その内１８事業者様が集ま
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って認定者協議会という組織で取り組みを進めておるところでございます。そういっ

たいろんな……県外、県内からいろんなイベントの御案内があるわけですけれども、

これは認定者協議会として対応をして、すべての事業者様にそれぞれ連絡をして、勧

誘をして、イベントに参加するという体制をとっておりますけれども、なかなかそれ

ぞれの事業者様の都合によりまして、参加が少ないという状況でございますので、一

つは勧誘の……来ていただきやすくするためのひとつの言葉だろうと思いますけれど

も、本来は商品のＰＲですとか、売り込みということが本来でございますので、今後

はそういった誤解を与えるような部分は控えていくような徹底はいたしたいと思いま

すので、御指摘ありがとうございました。 

以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 最後になりますが、商工にはもうこれで質問を終わりたいと思

います。 

で、一つだけ委員長にお願いを申し上げておきたいと思うんです。次の土木費にな

るわけでありますが、きのうも私お願いをしておりました低入札に関する問題。これ

の資料要求をしておりましたんで、たぶんこの説明があるとき出ると思うんですが、

さらに一つ追加をお願いしたいんですね。いわゆる入札を執行されたら、これは公に

されていると思います。朝パソコンで取る間が無かったんで、過去３年間の低入札に

ついての資料要求をお願いをしたいと思います。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 執行部……。次の土木費の前までにということで……。（「

はい、いいです」と呼ぶ者あり）それではいいですか、用意はできるまでその間、時

間開けます……。 

よろしいですか、ほかにございませんか。末永副委員長。 

○副委員長（末永義美君） 済みません。よろしくお願いします。 

概要５５ページですね。 

観光施設改修事業について、大岩郷周辺整備事業についてお伺いをいたします。 

  私は常々に、ジオパーク推進活動の中で旧美祢市――美祢地域のジオサイトまたは

観光スポットの振興というか、重要であるとともに、その発展を楽しみにしてる思い

もありました。 
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そこで、まずお聞きしたいのが、今回ここに５，０００万円という額がありまして、

前年度が約５００万、約１０倍ですね。２８年度は同じような市内の観光施設の改修

事業、この約５００万円でどこがどうされたのか。 

そして今回この大岩郷、５，０００万円という内容ですけども、この内容――額の

内容、実際に何が行われるとか。これは毎年毎年行われていて、順番的にきて、今回

が大岩郷だったんだという部分なのか、それともいろんな諸事情があってなのか。と

いうのは、いくつかの方向から観光施設……ジオパーク推進活動の一環として、トイ

レはある、駐車場もあると思っている中で集会所と……集会所をつくるというニュア

ンスの御言葉をいくつかの方向から聞きまして、集会所となると地域住民の生活の向

上のためなのか、集会所じゃなくてもこの５，０００万円ってものが、人が集う――

集まる所として、何を目的に何を建てようとされているのか、そこをまずお聞き申し

上げます。 

これは、本当に前向きな意味で、冒頭申し上げたとおり、美祢市の観光スポット・

ジオスポットをもっともっと盛り上がってほしいんですね。ですから、建設的な意味

での質問ということで御容赦ください。よろしくお願いいたします。 

○委員長（猶野智和君） 安永観光総務課長。 

○観光総務課長（安永一男君） 末永副委員長の御質問に御回答いたします。 

まず平成２９年に行います、工事の内容です。 

一つ目が、駐車場への大型バスが入れるよう入口の拡張をいたします。また、棚田

がございますが、その棚田をイベント広場へ改修いたします。で、今現在あります東

屋を別の場所に移設いたします。また、駐輪場及びサイン看板を改修する予定でござ

います。 

次に、この設計の目的でございますが、これは、これまで大型バスがこちらの大岩

郷駐車場に入られようとしましたとき、回転が大変困難な状態にありましたので、こ

れを改修しスムーズなバスの出入りを行い、利便性を高めることでジオサイトとして

の入客促進に努めるための工事となります。 

  次の事業内容でございますが、平成２５年度から基本設計を行っておりまして、２

６年度トイレ実設計を行いまして、２７年度トイレの工事、２８年度駐車場実設計を

行いまして、次年度２９年度に工事に入って事業は終了といたします。 

以上でございます。 
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○委員長（猶野智和君） 末永副委員長。 

○副委員長（末永義美君） そうなりますと、私の聞き間違いとかいう中で、集会所と

か人が集うような建物、観光スポットであれ、地域住民の生活利便性を図るためでも

あれ、コミュニティーセンターみたいなニュアンスでもあれ、そういったものは建た

ないと。大型バスの搬入、その他駐車場の改修、周辺のもので５，０００万円が計上

されているということで、そういう認識でよろしいんでしょうか。 

○委員長（猶野智和君） 奥田総合観光部長。 

○総合観光部長（奥田源良君） ただいまの末永副委員長のお質問にお答えをいたしま

す。コミュニティーセンター部分につきましては、もう既に建設はされているという

ふうに私は認識をしておりまして、そちらの予算につきましては教育費の中で処理さ

れているというふうに認識をしております。このたびの５，０００万につきましては

コミュニティーセンター部分についての予算ではございません。 

  以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 末永副委員長。 

○副委員長（末永義美君） わかりました。では、今おっしゃった、お話しがあったと

おり、建物というものがトイレも終わっているし、コミュニティーセンターは別途の

部分あると。あくまでも駐車場及びその周辺整備で対応という形で行われるというこ

とでよろしいわけですね。もう一度お願いします。 

○委員長（猶野智和君） よろしい……もう一度確認を、もう一度確認ということで、

同じような確認になりますけど、いいですか。奥田総合観光部長。 

○総合観光部長（奥田源良君） ただいま末永副委員長が言われましたとおり、このた

びの工事費につきましては、駐車場部分あるいはその周辺部分の工事とういうことで

ございます。 

以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 一応３回されたので別な話題にするということでよろしいで

すか。ほかにございますか。杉山委員。 

○委員（杉山武志君） 私のほうから２点質問させていただきます。 

一つは５４ページの周遊観光促進事業についてであります。 

先ほどの繁田振興課長さんのほうから、県主催のサイクルイベントが開催される予

定ということを伺いました。８月ぐらいにあるということは私のほうも情報を得てお
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りましたが、それの受け入れ態勢の予算になるんだろうかなと。もし違えば、受け入

れ態勢に対するお考えはどうかなあというのが一つ。 

それと、５６ページの六次産業化振興推進事業。これは、先ほど御説明の中にあり

ました、２０万円以内という枠がございます。六次産業を手掛けたいと思われておる

方、市内にたくさんいらっしゃるんですね。でも、熱処理加工等とした場合に保健所

の許可が要りまして、その許可を得るために設備の投資が大変たくさんいります。流

しがどういうふうについてないといけない、トイレがどういうふうでないといけない、

トイレは作業場から離れたとこにないといけないとか規制がたくさんありまして、そ

ういったものをクリアする部屋をつくるとなると相当な経費が掛かります。 

到底ですね、この２０万でどうこうできるような金額ではないのですが、その辺を

踏まえて、そういった推進していく補助を、そういったものを今後組まれる御予定が

あるのか。もしくは、これらの予算の中にそういったものも含んでるよというもので

あるのか。その辺を御説明いただきたいと思います。 

○委員長（猶野智和君） 繁田観光振興課長。 

○観光振興課長（繁田 誠君） それでは、杉山委員の１点目の質問、域内交通充実強

化事業の周遊観光促進事業と秋吉台――仮称でございますが「秋吉台カルストロード

レース」の関係について御説明をいたします。 

秋吉台カルストロードレースにつきましては、県の大型イベントでございまして、

それの引き受け地としての予算につきましては、約６００万円、教育委員会のほうで

事業費が組まれております。 

しかしながら、観光振興としての周遊観光促進事業、サイクル県山口の取り組みに

協同し、サイクリングを楽しむための全体的な協議会を立ち上げるということでござ

いますので、決して無縁ではございません。観光としまして、あくまでも観光交流人

口の拡大、そういったものに努めてまいりますので、事業内容につきましては協議会

のほうで定めてまいりますけども、これまでも「みねすとろん」などサイクリングイ

ベントが実施しておりますので、いろんな意味で秋吉台カルストロードレースにつき

ましても盛り上げるための施策を施してまいりたいと考えております。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 白井建設経済部次長。 

○建設経済部次長（白井栄次君） 杉山議員の２点目の御質問につきまして、補助金の
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あり方ということだったかと思いますけれども。 

この六次産業化振興推進事業につきまして、２０万円ということで、六次産業に興

味を持っていただくというか、興味はあるけれどもなかなかハードルが高いという方

に対して、お試し的に取り組まれる方がいらっしゃれば、こういった補助金を活用し

ていただければという思いでございますけれども。先ほど六次産業化基本計画見直し

というふうに申しましたけれども、これと併せまして補助金の見直しについても検討

いたすこととしております。 

ですから、いろいろこれまで４年間、六次産業化の推進事業を行ってきまして、そ

ろそろ４年経ちますので検証する時期にあろうかと思いますので、そういったこれま

での経緯を踏まえながら、今後の補助金等につきましても含めて、この１年間をかけ

て見直していきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 杉山委員。 

○委員（杉山武志君） それぞれ御説明ありがとうございました。 

六次産業の関係ですね、昨年１１月に視察に行ってまいりましたときには、加工所

……いろいろさまざまな加工が試しにできるような加工、施設を市が持っておられま

した。当市にもそういった活用できる施設もあろうかと思いますので、そういった所

でお試しいただいて、それから本格的に補助していただくとか、そういった流れをつ

くっていただければなと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（猶野智和君） ほかにございますか。岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） それでは、何点か質問してまいりたいと思います。 

まず、先ほどから話も出ておりますけれども、関連になりますけれども、大岩郷周

辺整備事業ということで５，０００万円ついております。 

それでですね、今回は、昨年は大岩郷のトイレの改修ということで予算がついてお

りました。今年度については道路の整備と。そういったところで大岩郷に大型バスが

入れるようにと、こういった配慮。今まで普通車でないとなかなか、大型車で入れな

かったんですけれども、このバスが入れるということで、そういった面では、皆様御

承知のとおり、美祢市にはジオサイトが３４、そういったポイントがあります。そう

いった中で特に大型も……大岩郷のこういったジオサイトを皆さんに見ていただくと

いうことは非常に、大型バスが入るということで、私はいいことではないかというふ
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うに思っております。 

さらに大嶺炭田とか、また桃の木のコールスチーム――石炭断層とかあります。そ

ういったところの地域というのも、まだまだ皆さんに来ていただいて、ジオサイトを

見ていただけるだけの整備がまだきちんとできていないですよね。 

今後、私は３０あるジオサイトについて、これから世界ジオパークに目指していく

んであれば、そういったところの整備事業をきちんとやらないと、私は到底世界ジオ

パークには手が届かないと考えております。今後そういった面における、他のジオサ

イトにおける整備計画というのをどのようなお考えであるか、わかる範囲で答えてい

ただきたいと思います。 

○委員長（猶野智和君） 奥田総合観光部長。 

○総合観光部長（奥田源良君） ただいまの岡山委員の御質問に答えます。 

今後のジオサイトの開発計画といいますか、そういうことだったと思いますが、今

……今年度につきましては、別府の江原地区にトイレあるいは休憩場所というものを

整備しております。先ほどありましたように、大岩郷につきましては来年度工事を図

る予定でございます。 

それ以外のジオサイトについては、当然お客様が来られると、たくさんあろうかと

思いますので、優先順位をつけまして整備を考えたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） この件につきましては、総括質疑で西岡市長に改めて角度を変

えてお尋ねをしたいと思います。 

それから、デスティネーションキャンペーンということで、情報発信の体制強化事

業ということで、７５５万５，０００円がついております。 

今回明治維新１５０周年に向けて、山口幕末維新祭ということで、ＪＲが山口県に

しっかりと中心に来ていただこうと、そういった目的地、山口県に来ていただくため

の対応でこの秋吉台上にイルミネーションを大々的に……どの程度かちょっとよくわ

かりませんけれど、しっかりと来ていただこうというそういった取り組みであるとい

う、こういった説明もあったわけであります。 

それで今、美祢市また秋吉台を中心にさまざまなイベントがあります。これも一つ

の秋吉台・秋芳洞に来ていただくための、集客をふやすための大事な役割、ツールで
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あると思っております。 

また、先日やったカルストマラソンもそうであり、カルストウォークもそうであり、

さまざまな山焼き事業さまざまなイベントというものが私は全部が秋芳洞の中に入る

わけじゃありませんけれども、それによってこの秋芳洞に入っていただく、大正・景

清洞に入っていただく、そういった面でしっかりと収益を、また喜んで皆さんが来て

もらう、そういった目的であると思っております。 

それで、今まで言ったさまざまな、一年間でそういった事業やイベントでやること

によって秋芳洞に事業、どの程度観光客がこの秋芳洞に入洞されたか、その辺の相関

関係というものをもし資料があれば資料を示していただきたいし、そしてまたそれを

さらに分析しながら、入洞者そして秋吉台上に来る方をふやしていくためのひとつの

対応策をさらに私は考えていかなくちゃならないと思っておりますので、もしそうい

った資料があれば提出していただきたいと思っております。 

いずれにしても、デスティネーションキャンペーンにおきまして、さらに私はデス

ティネーションキャンペーン予算が７５５万ついておりますけれども、これと関連す

るような事業というものもしっかりと考えていただく――入洞者をふやすようなこう

いったイベント等もしっかりと考えていただきたいとこのように思っておりますけれ

ども、この辺についてどのようなお考えかお尋ねしたいと思います。 

○委員長（猶野智和君） 繁田観光振興課長。 

○観光振興課長（繁田 誠君） ただいまの岡山委員の御質問にお答えをいたします。 

美祢市では平成２９年度にＤＣ用といたしましては、秋吉台のイルミネーションイ

ベントを開催する予定としておりますが、今委員も言われましたように、これまでも

秋吉台トレイルラン大会、カルストウォーク、秋吉台ジオマラソン、秋吉台観光夏祭

り、秋吉台山焼き等、毎年恒例の大型イベントを実施しております。当然これらにつ

きましては秋芳洞にも関連する誘客促進のイベントと捉えております。 

これらの関連につきましては、総合観光部としまして新たに財政計画を定め、それ

らの効果としまして毎年入洞者数の目標数値を定めております。 

平成２８年度につきましては、目標数を５３万７，０００人。若干予算の目標とは

違いますが、いろんな角度から定めた財政計画の目標数値でございます。平成２９年

度は５５万１，０００人、平成３０年度明治維新１５０年に合わせまして６０万３，

０００人を目標数値としております。当然今言われました大型イベント等加味したも
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のでございます。 

今後ともイベント等の発展を目指しまして、今後につきましては、ＭＩＮＥ秋吉台

ジオパークの名にふさわしいイベントとして盛り上げていく予定としております。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） また観光の部分……観光特会が後日ありますので、深くは

そのあたりでよろしくお願いしたいと思います。よろしいですか。よろしいですか。

安冨委員。 

○委員（安冨法明君） ５３ページ、珍しく質問が出ないんですが、重点課題になっ

ております、第三セクター改革推進事業ですね。 

事業費は３６万７，０００円。これで改革推進委員会を開催しますと書いてある

わけですが、今年度も同じように実施をし、新年度、次年度においても同じような

ことをやる、こういうことのようです。 

二つの第三セクター――１ページ手前にあります５５ページには道の駅が出てお

ります。この二つの第三セクターの徹底した効率化、経営の健全化等を図るためと

いうことで推進委員会を開催し、協議をするというふうなことだろうと思うんです

が、実績ですね、いつまでかかってこれをやられるんでしょうか。新年度もやるよ、

２８年度もやっておられるわけですから、これをして改革の糸口がつかめているか

どうか。で、２９年度ではさらに何をされようとしているのか。 

で、この二つの第三セクターともに、それぞれ美祢市――合併後の美祢市にとり

ましても、刑務所の誘致とか、あるいはいろいろと約束ごとの上に取り組まなけれ

ばならない使命を持ったような農林開発も。多くの関係の商工団体――農林関係も

そうでしょうが、道の駅等が発展すれば、地域の経済効果にも大きな寄与するとい

う二つの事業であるわけです。 

ここの議論をされてきたと思うんですが、これらの……何て言いますか……簡単

に言えば指定管理料を出さなくても運営ができるぐらいの形態になっていただきた

いっていうのが、恐らく皆さんのお気持ちだろうというふうに思うわけですが、今

言いましたように今までの成果と今後さらにどういうふうにこの中で協議されよう

としているのかお答えいただきたい。 

○委員長（猶野智和君） 白井建設経済部次長。 

○建設経済部次長（白井栄次君） ただいま安冨委員より、第三セクター改革推進事業
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についての御質問がございましたけれども、これまでの成果ということでございまし

たけれども、この第三セクター改革推進委員会につきましては、弁護士それから中小

企業診断士それから社会保険労務士それから税理士さん、それぞれ四つの専門の業種

の方々に来ていただいて議論していただいておるところでございますけれども、基本

的な……どう言いますか、行政がやらなくても利益が見込めるものであれば民間の事

業所に来て同じような事業をしていただけると思うんですけども、それが望めない中

山間地域の美祢市にありますことから、第三セクターを設置をして、そういった市民

の所得向上に向けての取り組みが始まったところでございますけれども。 

これまで行政の……携わる私どもにとりましては、会社の経営とか全くずぶの素人

でございますので、いろんな専門家の方から御意見をうかがうことによって、経営感

覚と言いますか、そういったものを吸収してきておるのが、まだ途中経過でございま

すけれども、そういった会社を経営するということについて意識の持ちようというこ

とも成果として考えられるんではないかと思います。なかなか数字的には出てきてお

りませんけれども、基本的に利益を改善するための基本的な考え方ですとか具体的な

手法につきましては、これまで幾度となく具体的にお示しいただいておりますので、

そういったところでも成果としては捉えておるところでございます。 

今後につきましてですけれども、これまで議会のほうからもゴーイングコンサーン

継続のための前提というかたちのものを求められておりまして、そういったことも議

論はさせていただいておるところでございますけれども。委員会の中では、そこは決

断を下すのは時期尚早というお話もございますので、今は継続的に協議しておるとこ

ろでございます。また昨年、市長のほうから二つの三セクを統合して、というふうな

考えも示されましたので、それも踏まえて専門的な立場――形式から助言等をいただ

いておるところでございます。 

私からは以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 西田建設経済部長。 

○建設経済部長（西田良平君） 私から若干付け加えさせていただきます。 

そもそも推進委員会を発足した経緯には、総務省のほうから第三セクターに関する

指針というものが出されまして、その中で、次長言いましたようにゴーイングコンサ

ーンということですね。これを追及していくということでございます。 

それには専門的な知見を持たれた方たちに組織をしていただき、検証していくとい
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うふうなスタンスから、この推進事業の発足があります。 

今までの経緯として簡単に申しますと、まず第三セクターに関する基本方針――基

本計画、基本方針――第三セクターに関する指針を一応策定しました。それを皆様の

ほうにお示ししたところですけども、内容的にもっと追究したほうがいいんじゃない

かということで議会のほうからも御助言をいただきました。その中で推進委員会を開

き、さらに指針の内容についての議論を進めているということが一つあります。 

それから、実質的に行ったところにつきましては、やはり人材というのが非常に大

切な部分であるということがありましたので、人材を公募いたしましてそれぞれの会

社に派遣をしたというふうな経緯もございます。 

そういったような中から、２８年度決算がもう少し残しておりますので出ておりま

せんが、そこで指定管理料あるいは補助金等はどういうふうに考えるかというところ

を御審議いただき、そのようなかたちでの予算をつけたというようなところがありま

す。 

さらに、これより市長からも発言がありますとおり第三セクターの統合という一つ

の大きな捉え方がございますので、この辺も含めまして、推進委員の皆様にも御協議

をこれからはしていただくということで考えておりますので、もうしばらくこの推進

事業というのは継続をしていかなければいけないと考えております。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 安冨委員。 

○委員（安冨法明君） 基本的に目標値といいますか、例えば３年をめどにとかってい

うのでないと、なかなかその……それでなくても基本的に儲かってないのと儲かって

ないの、うまくいってないのとうまくいってないのを一緒にするだけでは、いくら市

長がくっつけるよと言われたところで、恐らくいいことにならないだろうと思うんで

すよね。 

要は、市長がそういうふうなきちんとしたまだ（発言する者あり）そういうあれで

あれば、きちんと方針を出されて、それでこういう見通しで考えておるから２年なら

２年をかけて、こういうふうな委員会で協議をしていくよとかっていうふうなかたち

でないと、やはり部長も答えておられて、考えておられるんだろうと思うんですが、

もうしばらくという回答では、このまま何年でもやっていって、恐らくこの赤字――

指定管理料ですから赤字とは言わないかもしれませんけども、ずっとふえていくよう
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なところあると思うんですよね。 

で、片方には先ほど言いましたように、それに応えなければならない最初の約束と

か、国との約束とか地域の期待とかあるわけですから、そういうものに応えられない

とか、使命が果たせないことになろうかと思うんです。 

あと、部長が言われました人材が大切ですよっていうことで、公募してそれぞれ登

用しましたということで、それについての評価はどのように……もちろん、それは会

社ですから即決算ということの……実績と言いますか結果になろうかというふうに思

うんですが、今の段階で十分に効果が出ておるというふうにお考えなんでしょうか。 

○委員長（猶野智和君） 西田建設経済部長。 

○建設経済部長（西田良平君） 御質問にお答えいたします。 

まず、しばらくの間ということで、ある一定の期間を定めたらどうかという御指摘

だと思います。 

推進委員会が発足いたしましてちょうど２年になりまして、今年度で更新と言いま

すか、一応委員の皆様にはあと２年ほどまたお願いをしたところでございます。で、

この２年スパンというのは一つの目安になるのではないかというふうに思っておりま

す。 

それが１点と、もう一つは新たな人材登用についてなんですけども、それぞれに外

部からの目といいますか、そのお二人の方々もいろんな御仕事もされている中で、外

部から見た美祢市ということをすごく客観的に、気付かない――われわれの気付かな

かった部分等もしっかりと見ていらっしゃるのもございまして、一方では経営的な発

想もお持ちの方でもございますので、先ほど言いましたように２８年度の決算等はま

だ出ておりませんが、経営的な部分とですれば上向きにいっているというふうに私は

思っております。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 安冨委員。 

○委員（安冨法明君） 時間がありますんで。 

やはり、基本的には市長にお答えといいますか、お考えを聞くべきことだろうとい

うふうに思いますので、ここで終わります。 

で、もう一つだけ、その下に商店街活力アップ支援事業というのがございます。こ

れも２１０万程度の予算で継続をされてきております。で、そこに説明欄にあります
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ように、商店街組織自らが商店街の利便性の向上、賑わいの創出、商店街組織の体質

強化云々と、こういうふうにあるんですが、一番今美祢市といいますか、現状のよう

な過疎の村で大切なことだろうというふうに思うわけですが。この予算で多くのこと

っていいますか、あちらもこちらもというのは恐らくできないんだろうというふうに

思うんですが、どういうところで、例えばここの商店街、ここの商店街とか、そうい

う組織――要するに実績。こういうふうな感じで取り組んでおりますよと。その成果

がどうなんでしょう。さっきと同じような話になりますが……出つつあるんでしょう

か。実績と見込みといいますか、これからどういうふうにされますか。 

○委員長（猶野智和君） 白井建設経済部次長。 

○建設経済部次長（白井栄次君） ただいまの安冨委員の御質問にお答えいたしたいと

思います。 

商店街活力アップ支援事業についてでございますけれど。事業総額といたしまして

２１０万円計上いたしておりますけれども、美祢市内には八つの商店会があるという

ふうな、２７年度の調査の中で把握をいたしております。その八つの商店会に対しま

して、それぞれそういった先ほど触れましたけれども、賑わいの創出ですとか、体質

強化に関する事業についての御案内をしておるところでございますけれども、１団体

７０万円で３団体の予算を計上したものが２１０万円でございます。 

これまでの実績でございますけれども、今……本年度、昨年度と、こちらは秋芳洞

商店街の取り組み、それぞれ１件ずつですけれども、秋芳洞商店会において２７年度

２８年度について連続で事業がなされております。その他の商店会におきましての活

動についてはなかなか望めないところでありますけれども、そこ調査の中で、やはり

後継者不足ですとか、現会員の高齢者等の問題が非常に重くのしかかっておりまして、

なかなか機能していってないというのが現状でございます。 

以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 篠田副市長。 

○副市長（篠田洋司君） 安冨委員の御質問でちょっと話が前後いたします。三セクの

改革推進事業、これについてちょっと補足説明をさせていただきたいと思います。 

概要は西田部長が説明したとおりでございますが、ちょっと議員さん方もかわって

らっしゃいますので改めて申し上げますと、第三セクターの経営改革の推進等につい

てということで、これが新たな三セクの指針と言われるものでございます。これが平
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成２６年８月１日付で発布されたものでございます。これは、このポイントは新たな

ガイドラインとして、この策定の指針のポイントは、新たな指針では第三セクターの

経営健全化と適切な活用による地域の元気創造の両立を要請したものでございます。 

従いまして、冒頭に安冨委員も言われましたように、地域特性があるんじゃないか

と言われるのが――言われるとおり地域特性、地域の実情に応じてこの三セクを改革

するものでございます。 

従いまして、資料のほうには経営一辺倒のような記載がありますが、この経営改革

と同時に適切な活用による地域の元気創造が求められているということでございます。

従いまして、この第三セクター改革推進事業はこの指針に基づいて設置しております

ので、経営改善と地域での活用、その両立について協議していただくものでございま

す。 

補足的に説明させていただきます。 

○委員長（猶野智和君） 関連……秋山委員。 

○委員（秋山哲朗君） 安冨委員、済いませんね。 

この予算というのは、今言われたように総務省ですかね。この指針に基づいてこれ

はつくられたということでしょうか。この検討をやるということですよね。そもそも

言われるのが、市長が出されたような二つを一緒にする。美祢農林開発と於福の道の

駅。美祢観光開発ですよね。これを一緒にするということを言われている。これはど

こで検討されるかということですよね。この二つを一緒にするということは。この委

員会でやられるのが１点と、恐らく総括責任者との変わられる時期にきておられるん

じゃないと思うんですよ。定かではないですけども、確か３年契約だったと思います

けれども、これがいつかということと。これはへんなその時期と、この今指定管理が

３０年までになってますね、その二つの会社はその時期を見越して一緒にするもんか

どうかということをちょっとお聞きしておきたいと思います。 

○委員長（猶野智和君） 篠田副市長。 

○副市長（篠田洋司君） 秋山委員の御質問にお答えしたいと思います。 

まず、指定管理期間ですけれど、３１年度まででございます。それと外部からの登

用した責任者、これについての任期は当初公募では２年という条件で採用しておりま

す。（「２８」と呼ぶ者あり）２８か（「３０年」と呼ぶ者あり）失礼しました。３

０年度まででございます。この間に（発言する者あり）市長のほうからは統合を視野
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にということで指示をいただいておるところでございます。 

これについての検討は当然三セク改革推進事業でもお諮りするようになろうかと思

いますが、一時的には会社の中で、まず統括責任者の……先ほど安冨委員も言われま

したように、評価をどこでするのかということでございますが、関連しますけど、会

社での評価と、あと株主での評価二つが評価していこう、いくようになろうかと思い

ます。で、三セクの統合については、今会社のほうでも当然どういったことになるの

かということは進めるというか、検討はしておるところでございます。ですから会社

で統合について検討し、また市でも検討し、それを三セク推進委員会の皆様にもお諮

りする。当然議会にも説明するという流れになろうかと思います。 

以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 秋山委員。 

○委員（秋山哲朗君） 今言った統括責任者の任期がきてるんじゃないですかというこ

とですよね。例えば統合をいつするかということになると、その任期の内に逆に解任

しなくてはいけないじゃないですか。２人いらないわけですから今後。一緒にすれば

ですよ。三セクを。それともそれも、その今の責任者２人をまだ置くということです

かということですよね。だからいつまでを目標にして今あるのを統合されるんですか

ということを聞いてます。 

○委員長（猶野智和君） 篠田副市長。 

○副市長（篠田洋司君） ちょっと先に申し添えさせていただきますと、後期基本計画

の中にも統合を視野に入れた検討をするということは記載しておることを申し添えさ

せていただきたいと思います。 

先ほど統括責任者というか、その問題もございます。これについては、まず統合に

ついては、今の指定管理期間は会社との、会社と市と契約しているわけでございます

ので、３０年度までは今の指定管理期間中はございません。次期指定管理期間の、指

定管理の更新の際に当然そういうふうにもっていく必要があるんじゃないかなとは思

っております。（発言する者あり）統括責任者の任期は一昨年の８月に採用しており

ますので、８月９月に採用しておりますのでその２年間。今年の８月まででございま

す。で、２人置くのかということですけど、当然２人置く必要はございません。通常

であれば。ですから、（発言する者あり）わかりました。統合すればということです

ね。統合すれば２人責任者とは必要ございません。ただその辺の…そのあたりの雇用



- 28 - 

とか運用を含めて検討していく必要があるんじゃないかなと思っています。 

○委員長（猶野智和君） 安冨委員。 

○委員（安冨法明君） 行きつ戻りつしてわけわからんようになりますが。 

商店街活力……後段でお話をした活力アップ支援事業なんですが、要は部長もちょ

っと言われましたけれども、この今の経済情勢ですから難しい。難しいのは誰もわか

るんですが、やはりこれはあと一般質問の中でね、市長と御議論せにゃいけんと思う

んですが、新規事業もいっぱい出てます。もちろんその商店街に関するものはここに

は新規というのは出てないですけれど。要は機能しなくなったら――なってると思っ

たらですね、事業の内容をかえるとか、やはり行革でよく出るスクラップアンドビル

ド。で、そういうふうな基本的な考え方はある程度もってやらないと、いくらでも予

算規模は膨れても効果は出ないという一番まずいパターンになってくると思うんです

が、そういうふうな考え方を申し上げたいというふうに思ったわけです。で、発想を

ちょっとかえるとか、事業形態を十分に見ていかないといいことにならないと思いま

す。 

それで、まず最初の件なんですけども、三セクの件なんですが。私基本的には、こ

ういうふうな事業体が地域にある程度――何て言いますか、貢献をされる――すると

いう意味、そういうふうな状況であれば、私はある程度の赤字は――まぁこういう言

いかたは難しいところがあるんですが、許せると思っているんですよ。だから、その

程度といいますか、その状況ですよね。 

だから、皆さんがそういうふうに、最初ちょっと執行部のほうで答弁がありました

ように、その儲かるんだったら民間でやるよと、こんな話なんですが、そのとおりだ

ろうと思うんですが、だけどもそれ言っちゃあね。企業努力と言いますか、会社の経

営努力もなにもあったもんじゃなくなりますから、だからその辺の位置づけをきちん

としながらやはり行政としても財政的な過度の負担っていうのが無くて済むように、

市民の皆さんにも御理解をいただいて――いただけて、その辺が協議会――先生方で

御協議をいただくところじゃろうと思いますし、議会もそういうのを見ながら協議し

ていくべきものだろうというふうには思ってます。 

ですから、言いましたように基本的には市長の判断というのがあるでしょうから、

そういうものを伺いながらまた議論したいと思いで終わります。 

○委員長（猶野智和君） ほかにございますか。戎屋委員。 
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○委員（戎屋昭彦君） 時間をとって申し訳ありません。 

先ほど委員長のほうから、観光関係については観光特会のほうでと質問ということ

で言われましたが、私はそちらのほうの委員に入っておりませんので１点質問させて

いただきます。 

この商工費の中で――失礼しましたページが違いました。新たなコンテンツ活用を

した情報発信事業ということで約１，０００万記載されております。先ほど執行部の

方のほうからいろんなイベント――維新１５０年の観光誘致ということで、秋芳洞の

集客を６０万人ということでおっしゃられました。前回全協のほうで家族村の改修の

ときのお話のときに集客がいろんなことで、たぶん５年６年先が６０万人ぐらいだっ

たと思うんですが、大変いろんなことのイベントをいろんなことをやられて来年、再

来年６０万人を目標ということでおっしゃられました。その中でこの１，０００万の

活用法につきまして、今年どのような――なんと言いますか観光の発信を強化されて、

それに基づいて来年度どのようなかたちで今後のこと取り組まれるか教えていただき

たいと思います。 

○委員長（猶野智和君） 繁田観光振興課長。 

○観光振興課長（繁田 誠君） ただいまの戎屋委員の御質問にお答えをいたします。 

平成２９年度の新たなコンテンツを活用した情報発信事業について御説明をいたし

ます。 

予算額は１，０００万円を計上しております。この事業につきましては、これまで

平成２７年度から２年間に行い、漫画キャラクターを用い、訪れた観光客に秋芳洞・

秋吉台等を中心に楽しむ付加要素を加え、見るだけの観光から楽しく役立つ情報を提

供してまいりました。 

新年度につきましての内容は、引き続きＡＲという拡張現実機能を使い、来て楽し

んいただくだけではなく、その楽しみがあることを積極的にＰＲをしまして、美祢市

に来ていただくことを主眼とした事業改革に切り替える予定としております。 

また、そのほか美祢市の観光資源を掘り起こし、魅力的な資源をＳＮＳ情報と連動

させ、都市圏への情報発信を強化させる誘客促進事業を行いたいと考えております。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 戎屋委員。 

○委員（戎屋昭彦君） 御回答ありがとうございました。 



- 30 - 

今おっしゃられましたような漫画キャラクターとか、来られた方にＰＲということ

ですが、やはりいろんなことで集客というのは美祢市の財政の中で、特に観光関係の

収入というのは非常に今から美祢市にとってもやはり収入の大きい部分を占めると思

いますので、ぜひいろんなかたちでもっと発信をしていただいて、有効な活用をして

集客をすることによって、６０万人と言わず――前回ですか、昨年安冨委員が１００

万人をやってみましょうよってふうに言われましたので、ぜひ６０万人にこだわるわ

けじゃなくて、いかに多くして収入を上げていくか、もう少し一緒になって考えてや

っていきたいというふうに思っております。 

それからもう１点、５６ページの企業誘致推進事業。先ほど十文字の工事関係で一

応費用があるといことで４８０万円、全額かどうかは私もちょっとわかりませんが、

そのようなことで御説明があったかと思います。 

やはり、美祢市も西岡市長――これまた一般質問をするかちょっと考えてますけど、

やはり雇用の拡大いろんなことについて、やはり企業誘致ということは非常に必要な

ことだと思います。これらの方の企業に対するアドバイスいろんなことも必要だと思

いますけど、やはり今からこう美祢市民の方もやはり企業誘致をしてほしいといろん

なことも言っておられますんで、そのあたりお答えが難しいかどうかわかりませんけ

れど、今後の企業誘致についての（聞き取り不可）ができたらお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（猶野智和君） 白井建設経済部次長。 

○建設経済部次長（白井栄次君） 企業誘致についての御質問がただいまございました

けれども。 

現在、市の中に工業団地が３カ所ございます。今、一つ目が、今おっしゃられた十

文字、それから病院の周りの美祢工業団地、それから豊田前の矯正施設の隣のテクノ

パークと３カ所ございますけれども。美祢工業団地につきましては、おおむねもう販

売されております。ただ、まだ遊休地が残っておりますので、これの取り扱いについ

て今後さらに注力してまいりたいというふうに考えております。 

で、十文字につきましては、昨年１社進出が決定いたしまして、今工事――その建

屋の工事が進められとるところで、今年の５月には創業ができるというふうに伺って

おります。 

で、もう１カ所もう１区画、実は引き合いの土地があるんですけれど、そこもおお
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むね決まりそうだということで、また時期が来ましたら、またその辺の御報告ができ

るかと思いますけれど、そういった状況でございます。 

で、一つテクノパークにつきましては、残念ながら、今のところ４区画ございまし

て、区画も売れてないという状況になりますけれども、ただ企業誘致はどんどん進ん

でくるわけですけれども、昨年新たに創業を予定されている企業さんが職員を募集さ

れた場合――社員さんを募集されたときに、社員さんは決まったんですけれども皆市

外の方というふうな状況がございました。こちら私どもとすれば市内の住民の方がそ

の職に就いていただくというのを望んでおるわけですけれども、いくら公募をかけて

も社員が市内の方から集まらないというお話を伺いまして、これは私ども常々美祢市

は働く場所がないということを承っておりますので、企業誘致を進めておったわけで

すけれども、そういう企業誘致はする、ところが就職される方がいないとミスマッチ

がこう進んでおりますので、そういったところを今後、溝を埋めていくという事業が

必要であろうというふうに考えておりまして、昨年の１２月からサンワークにおきま

して、月に１回でございますけれども、合同就職説明会・面接会開催を始めたところ

でございます。これは１２月から始めて、１２月は４社に対して１３名の方。で１月

には１社に対して６名の方。で、この２月、先だってでは２社に対して１３名の方が

それぞれやっぱり相談に来られました。なかなか職業斡旋という業務は資格が必要な

ので、なかなかできないわけですけれども、今回はハローワークさんのほうで特別な

御協力をいただきまして、そういった面接会も開催されるようになりましたので、こ

ういったことを踏まえて市内の企業さんと職を求めておられる住民との接点を今後ふ

やしていくのがひとつの今後の取り組みの一つであろうというふうに考えております。 

以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） はい、戎屋委員。 

○委員（戎屋昭彦君） はい、いろいろとありがとうございます。 

やはり先ほど申しましたように美祢市というのは、人口減少いろんなことで、やは

り人口を止めるということで企業誘致も必要なことだと思いますんで、さらに強化し

ていただいて美祢市のためにやっていただいたいと思って要望いたします。ありがと

うございました。 

○委員長（猶野智和君） ほかにございますか。三好委員。 

○委員（三好睦子君） ２点お尋ねいたします。 
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ページが５５ぺージの道の――美東――道の駅――えっと、道の駅活用促進事業の

件ですが、美東の道の駅のトイレの改修を早くからお願いしておりましたが、今回の

予算では指定管理が主な――主な支出は指定管理ということですが、このトイレの改

修は予算に組み入れられているのでしょうか。お尋ねします。 

それとですね、美祢駅前の賑わいステーションのあり方なんですが、これはＭｉｎ

ｅＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎ推進事業と観光費に関わるものですが、ミネコレの商品を直

接売ることができないということなんですが、そこでやはりこうしたことを駅でして

いただきたいので見本はあるんですが、試食とか試飲とかをされて予約を受け付ける

などをして業務拡大できないかと思います。今まではただ展示しているだけですが、

何の魅力も無いような気がします。これ積極的に活用されてその――手に取ってもら

って、試飲試食をしてもらって売ってもらうと、受注してもらうようにして――した

らどうかと思うんですが、この点についてお尋ねします。 

○委員長（猶野智和君） 白井建設経済部次長 

○建設経済部次長（白井栄次君） ただいま御質問、三好委員から御質問のありました

二つの質問のうち前段の部分、道の駅美東のトイレについてですけれども。こちらト

イレにつきましては、管理区分は県の所有物でございまして、私どもとすればそうい

った現場からの声を県のほうに事あるごとに申し上げているところですけれども、な

かなか県のほうでは対応が難しいであろうということだろうと思いますけれど、私ど

もとすれば現場の声としてそういったトイレの改修についての要望は繰り返し申し上

げているところでございます。 

以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 繁田観光振興課長。 

○観光振興課長（繁田 誠君） 三好委員から御質問がありました、賑わいステーショ

ンでのミネコレ商品の積極的な販売につきまして御回答をいたしたいと思います。 

これにつきましてはたしか、９月の決算委員会かどこかでも御質問いただきまして

御回答いたしたと思っておりますが、ここでの販売の推進につきまして、現在関係者

との協議を進めておりますので、前向きに引き続き検討を進めて、いち早く販売をし

てまいりたいと考えております。 

しかしながら、美祢ステーション賑わいの創出ではございますが、集客のパイが少

ないということもありまして、これからレノファ等との連携またはこれに関連するマ
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ックスバリューとの包括連携協定等も進展してまいりますので、そちらとの連携を深

めまして、さらなるＭｉｎｅＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎの販売拡大に努めてまいりたいと

考えております。 

さらには、観光イベント多数これから進行してまいりますので、その中で積極的に

販売をしてまいりたいと考えております。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 御提案的なものはまたこの後市長をお迎えしての総括質疑が

ありますので、もし御提案的なものでしたら、そのときにお願いしたいと思います。

三好委員。 

○委員（三好睦子君） 受注の方法ですが、あそこの注文もありま――できると思い―

―できるようにしていただきたいこともありますが、ネットで注文ということも大事

なことなんでよろしくお願いします。 

それとトイレについてですが、トイレ改修は本当に県任せではなく、どんどん本当

に慎重に……慎重にっていうか、親身になってもう強気でどんどんいっていただいて、

集客力アップのために、東の入口――美東は東の玄関ということで、力をいれていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（猶野智和君） よろしいですね。ほかにございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（猶野智和君） 質疑なしと認め質疑を終わります。ここで暫時休憩をいたし

ます。 

    午前１１時１１分休憩 

    癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

    午前１１時３０分再開 

○委員長（猶野智和君） 休憩前に続き委員会を開きます。次に、土木費を議題と

いたします。その前に執行部より発言の願いが出ておりますので許可いたします。

佐伯監理課長。 

○監理課長（佐伯憲一君） それでは、委員長のお許しをいただきましたので、昨日の

委員会で御質問のありました件、それときょうの委員会で平成２６年、２７年度の低

入札調査件数が何件あるかということと、あと平均落札率について御説明をさせてい

ただきます。 
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まず、お手元に配布してあります、平成２８年度に監理課で入札を実施しました建

設工事における工事件数と平均落札率についてでございますが、予定価格が１００万

以上の工事件数は１２７件で平均落札率は９１．８１パーセントとなっております。

そのうち低入札価格調査対象工事ではございますが、工事件数は１２件で平均落札率

は８５．０６パーセントとなっております。 

続きまして、平成２７年度監理課で実施しました低入札価格調査対象工事の件数で

はございますが、１１件でございまして、平均落札率が８８．２パーセントとなって

おります。 

続きましてその下になりますが、平成２６年度建設工事につきましては、件数が３

件。それと平均落札率が７３．７５パーセントとなっております。 

続きまして、平成２６年度、平成２７年度、２８年度の低入札価格調査対象工事の

一覧表をリストアップしたものが３枚あると思いますが、それにつきましては御参照

していただけたらと思います。 

次にですね、お手元に配布しております、低入札価格調査実施要領をお配りしてお

りますけれども、これについて簡単に御説明をしたいと思います。 

固定価格が３，０００万以上の建設工事の入札において、美祢市低入札調査実施要

領に基づき実施いたしております。この入札では、調査基準価格を設定しますが、調

査基準価格の算定方式につきましては山口県に準じており、美祢市低入札価格実施要

領第３条第２項に記載しております算定式――算定方式により算出しております。 

また入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、調査基準価格未満

の入札であるため、落札決定を保留し、後日その結果を通知する旨を宣言し、調査基

準価格を読み上げたうえで入札を終了いたします。これは後日になりますが、調査対

象者に対して入札日の翌日から起算して３日以内に低入札価格調査実施要領第６条第

２項及び第３項に記載しております資料を提出していただき、低入札価格調査を実施

いたします。 

次に、低入札価格調査において、契約の内容に適合した履行がされない恐れがある

と認められるか否かの判断の基準は、その実施要領第７条第１項に記載しております、

まず一号の基本的判断基準、次に二号の数的判断基準、１枚めくっていただきまして

判断基準額――三号の判断基準額でございます。これらの基準に基づいて契約内容に

適合した履行がされると認めたときは、調査対象者の履行意思も確認し、調査対象者
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を落札者と決定いたしております。 

簡単ではございますが、以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 西田建設経済部長。 

○建設経済部長（西田良平君） それでは引き続き、昨日の安冨委員からの設計積算内

容についての適切であるかどうかという御質問にお答えいたします。 

補正予算書の３―４７ページの秋芳桂花小学校事業のうちの施設除去工事というこ

とでの、まず工事に関する積算でございます。旧秋芳北中学校の解体という工事にな

ります。 

この設計をするにつきましては、まずそれぞれの施設、例えば管理棟、教室、給食

収納庫、自転車置き場などあるわけですけども、それぞれの面積に応じまして仮設そ

れから解体処分、それぞれの費用を積み上げることとなります。 

この単価の根拠といたしまして、国交省の公共建築工事標準単価積算基準及び建築

コスト情報。これは、建設分科調査会のものです。それから建設物価、それから建築

施工単価。これが経済調査会の発行するものでございまして、これらは３カ月に１回

の更新が行われております。これを用いまして積算をいたします。 

そして諸経費についてですけれども、これも国交省の公共建築工事共通費積算基準

に基づきまして計算をしております。 

ちなみに、この解体工事におきましては、この基準に基づくもの以外として見積も

りがどうしても必要なもの――つまり、積算基準に無いものが工事金額から言えば８

パーセントに当たるところがありまして、これは見積もりによっております。 

ちなみに、これでちょっと調べたんですが、県のほうで山口県のほうで２７年度に

なるんですけど、３件ほど学校関係の解体工事を発注しております。それが閲覧用と

して公表されております。これをちょっと見ましたところで申し上げますと、評価額

が１，０００万円に対して２９．３パーセント、３００万円で落札。それから８６０

万円の予定価格に対して３０９万円、３５．９パーセントで落札。それから６８０万

円の予定価格に対して３５０万円８，０００円、５１．７パーセントの落札率という

ことで、いずれにしても解体工事におきましては最低制限価格を設けていない……県

のほうでは設けていないところから落札率――率が非常に低い状況という実績があり

ます。 

続きまして、予算資料の一番――保全作業の一番下から、４７の一番下から３―４
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９ページにあります長寿命化改修事業。これは、設計委託料ということになります。

こちらの工事ではなく、委託費の積算について申し上げます。 

これにつきましても、積算基準ということで国交省のほうの官庁施設の設計業務等

積算要領及び官庁施設の設計業務等積算基準、この二つを用いまして積算のほうをし

ております。この積算方法は工事と異なりまして類型からその施設の用途を選定いた

しまして、それと併わせまして面積――面積から係数を導き出します。これによって

係数が導き出されたものに対して、その業務人数と時間がおのずとはじき出されると

いう形になっております。 

これも、この一つのいい例としてちょっと見つけたものがありまして、県内の市で

それがこの業務として発注されたものがございまして、６業者による入札がなされま

した。その内の５業者が１００円単位まで同一価格ということで、くじ引きによる落

札業者が決定しているということになっております。 

このように業務委託の場合には、もうフォーマットができ……国交省のほうでつく

り上げてる中から導き出す業務委託の設計金額ということになりますので、１００円

単位までがきっちりと業者さんのほうにもわかると言いますか、積算ができる状況と

なっております。 

積算状況については以上のように、それぞれの国交省の基準に基づきましての積算

をしているということで御報告――御答弁のほうをさせていただきたいと思います。 

○委員長（猶野智和君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 資料を要求した者としてちょっと質問申し上げます。 

入札の――低入札価格調査実施要項というのは見せていただきまして、今見ていき

なりではなかなか理解しにくいんですが。ここに表を示していただいたのは、これは

何て書いてありますかいね。予定価格、税込とこう書いてあるんですね。予定価格と、

私ちょっと素人でわかりませんが、第３条に書いてある調査基準価格。だから、どれ

が言い方は悪いけど、例えば土木工事と営繕系の工事は違いますよとこう示してある

んですが、その中に直接工事の１０分の１０の額、共通仮設費の１０分の９あるいは

現場管理費の１０分の８とかこういろいろあるんですが、この予定価格からさらにこ

ういう作業をして出したものが調査基準価格と、こう理解すべきなんでしょうかね。 

そしてもし私の言ってることが正しいとするならば、ちょっと予定価格からこれが

低入札ですよと言われても理解ができないです。理解できるような解説をお願いした
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いと思います。 

○委員長（猶野智和君） 佐伯監理課長。 

○監理課長（佐伯憲一君） 竹岡委員の御質問にお答えしたいと思います。 

まず一点目なんですが、調査基準価格の算定方式につきましては、この実施要領第

３条２項の１号、それぞれ２号には書いてあります。 

従いましてこの算出の方式は、先ほど竹岡委員から言われましたとおりでございま

して、それぞれに設計金額の中には直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理

費、これをトータルをして消費税を掛けたものが、設計金額ということになるわけな

んですけど、そのそれぞれの共通仮設費なら共通仮設費に今土木工事なら、１０分の

１０を掛けて、共通仮設費に１０分の９を掛けていうことでトータルしたものが調査

基準価格になります。 

以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） いや、それは今おっしゃったんで理解はできましたんですが。 

例えば２７年度をとって見ましても、２７年度の一番上の表、予定価格が３，２２

５万７，４４０円ですか、それに対して契約が２，９４４万２，９６０円で９１．２

７パーセントで低入札と、こう書かれている。我々が見た限りでは、これが低入札な

のか通常の価格なのかというのはちょっと理解しがたいんです。 

で、たぶんさっき課長が言われたように、それぞれの３条の中ですか、ある基準―

―調査基準価格というものがあらかじめ決めてあると思うんですよね。それが明記さ

れてないから、これ低入札なのか、これが正常なのかというのは、ちょっと私たちで

は読み取れないですね。 

これが例えば２７年度３番目ぐらいに――上から３番目ぐらいにある５９．９６と

いうと半分ちょっと。これなら結構低入札というのは素人でもわかります。しかし、

９１．４とか、９１．いくらとかとかになると、私たちにはこれは通常なんじゃない

かなと。 

そうすると、比較する――予定価格と比較するのか、今申し上げた調査基準価格と

比較するのか。そうすると極めてこの表が見にくく作ってある。もう一回その辺を説

明していただいて理解できるようにしていただきたいんです。 

○委員長（猶野智和君） 佐伯監理課長。 
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○監理課長（佐伯憲一君） 竹岡委員の御質問にお答えしたいと思います。 

監理課で資料を取りまとめたんですが、委員おっしゃるとおりでございます。確か

に予定価格を設定しておりますが、この表には予定価格がありません。ただ、私の勘

違いかもしれませんけど、低入札調査実施要領に基づいた入札件数が何件あるのかと

いうことで、この表をお示ししたものでございます。で、調査基準価格を下回れば低

入札調査の実施になります。で、この表ではそこまでは読み取れないと思います。申

し訳ありませんでした。（発言する者あり） 

○委員長（猶野智和君） はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 議事進行のためにはここではあんまりこれが時間取れないんで

すが。しかし、この資料で議論せえというと相当の時間をいただかないと、これ計算

できないんですよ。我々では。なんかいい方法ないんですか。これ直接――いわゆる

共通仮設費の１０分の９というたら、この一覧表がありますよね。その中で共通仮設

費が大体どれぐらい占めているのか、それもわからないし。こういう資料を出されて

も、判断せえって言われてもわからんですね。 

私が何を申し上げたいかというと、ちまたで噂が出てるんですよね。職員さんが最

低価格を漏らしたんじゃないかとか、私は美祢市の入札制度はそんなもんじゃないよ

と言いながら、じゃあ本会議で聞いてみましょうという話が元なんです。非常にその、

議会の中の議論じゃなくて外野のガヤ、うるさいんですよ。 

ですから、私はちゃんとした答えを聞かれた人に話さんにゃならん。でもこんな、

例えばさっき申し上げたように、１，０００万でも工事が９１．なんぼやから低入札

ですよって、私はそれは言えないと思うんですね。 

やから、調査基準価格があるはずです。いわゆる……私ら素人的にすれば最低の基

準額があるはずと思います。それぞれの予定価格の中に。それが示してないと、果た

してこれ本当に低入札なのと、こういう疑問がわいてくるわけですが、この辺はどう

ですか。総務部長答えられますか。 

○委員長（猶野智和君） 田辺総務部長。 

○総務部長（田辺 剛君） ただいまのお示ししておる資料については、予定価格の金

額は挙がっておりますが、今竹岡委員がおっしゃるのは、この率がさまざまあってど

れが低入札の工事なのかはっきりわからないということですので、これにあれですか

ね、調査基準価格を入れ込んだ表であるということであればよろしゅうございますか。 
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○委員長（猶野智和君） それをつくり……暫時休憩いれましょうか 

○総務部長（田辺 剛君） それではちょっとお時間をいただきたいと思います。その

ように。 

○委員長（猶野智和君） では、資料のためにここで休憩を入れたいと思います。暫時

休憩いたします。 

    午前１１時５４分休憩 

    癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

    午後１時３０分再開 

○委員長（猶野智和君） 休憩前に続き委員会を始めます。引き続き執行部の発言を許

可いたします。佐伯監理課長。 

○監理課長（佐伯憲一君） それでは、委員長のお許しをいただきましたので、ここで

先ほど資料等訂正させていただいた資料に基づきまして御説明をしたいと思います。 

平成２６年度、平成２７年度、平成２８年度と３枚お手元に資料を配布しておりま

す。これにつきましては、低入札価格調査対象工事でございます。 

まず、平成２６年度の建設工事のほうから説明させていただきます。先ほどにはな

かった予定価格の横に調査基準価格それと判断基準額を中に入れさせていただきまし

た。それでこの工事につきましては３件で落札率は――平均落札率は７３．７５とな

っております。 

一枚めくっていただきまして、平成２７年度建設工事につきましては、先ほど説明

したとおりでございます。件数は１１件、平均落札率は８８．３パーセントとなって

おります。 

済いません、もう一枚めくっていただきまして、平成２８年度につきましては工事

件数が１１件、平均落札率が８４．３８となっております。 

それぞれの表には調査基準価格がおりますけど、これにつきましては先ほどの実施

要領の第３条の２項の１号、第２号から算出をしております。 

判断基準額につきましては、７条の１項――第１項の第３号でございます。調査基

準価格から２パーセントを差し引いた金額でございます。 

説明は簡単ですが以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 監理課長におかれましては、昼御飯も食べずに大変申し訳ない
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と思っております。しかしながら、要求いたしました資料は出していただきました。

ありがとうございました。食事食べられましたか、済いませんでしたね本当。 

この表を見た皆さんもお分かりだと思うんですね。私もこの桂花小学校の噂は、あ

っちからこっちから聞いたんですよ。で、職員が最低――私たちは最低価格って言う

んですが、判断基準価格を職員がその流したんじゃないか、だからあんな入札になっ

たんじゃないかとかいろいろ出ております。これはかなり美祢市内広域に渡って出て

るんですね。したがっていかがなもんかなということで２８年の補正の時に資料要求

をさせていただきました。また新年度になって教育委員会のほうの関係で出てくるだ

ろうとこういうふうに思います。 

がしかし、私が見た限りでは、いわゆる我々素人が言ってる最低価格どんぴしゃが

いっぱいあるんですよ。で、これは何を意味してるかと言ったら、今ソフトがすごく

いいんですね。低入札の――例えばその調査基準価格よりはさらに何パーか低いとい

うことさえわかっていれば、今のソフトなら千円単位で近づくことができるようにな

ってます。 

そういうした観点から市民のみなさんにもわかっていただきたいんですが、美祢市

の入札制度というのは、それぞれきちんとなされてきて、しかも低入札のときに、そ

の業者が初期のこちらが示しておるとおりやっていただけるかどうかという調査も皆

されるようでございますし、そうした意味では、ますます入札制度はかっちりいって

るなという評価をしたいと思います。 

最後ですが、決して職員が漏らしたり、こういうことはあり得ないというふうに私

は理解いたしまして、長時間に渡りまして御苦労いただいたことを感謝申し上げまし

て終わりたいと思います。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 安冨委員。 

○委員（安冨法明君） 今、竹岡委員のほうから基本的な部分はお話ございました。途

中で……昨日の質疑の途中でこの資料等の請求がされまして、質疑といいますか、質

問が途中になっております。 

もう一つですね、普通に考えてやはり５０パーセント近い落札金額ということにな

ると、基本的に施工がきちんとされるかというふうな部分がどうしても、大丈夫でし

ょうかという話が……話になります。 
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そういうことで、以前にも議会で１００条をつくってこれも市営住宅の解体工事、

どなたとは申しませんけれども、そういうふうなこともございました。やるべきこと

をやらずに工事が開始されて、是か非かという話なんですが。基本的には仕様書に基

づいて、どういう価格であれ、それが落札した以上はきちんとやってもらわなきゃい

けないというふうなところは心配が残ります。 

そういうことがありまして、主管課のほうも基本的には以前のそういうふうな事案

等も考慮されたうえで、適宜・適切に管理監督というふうなこともされておりますで

しょうし、市民の皆様方が見られて、先ほどの話じゃないですけども、疑いを持たれ

るようなことのないような執行といいますか、工事の執行をぜひお願いをしておきた

いと思います。終わります。 

○委員長（猶野智和君） この件に関してほかにございませんか。白井建設経済部次長。 

○建設経済部次長（白井栄次君）委員長の御許可をいただきましたので、きょう午前中

に竹岡委員のほうからミネコレの売り上げの推移についての御質問がございまして、

それについての御報告をさせていただけたらと思います。 

  先ほど申しましたとおり、実績の報告につきましては制度上それぞれ事業者様のほ

うに義務付けておるところでございますけれど、これまで２６年度と２７年度の数値

を取りまとめてございますので、そちらのほうを御報告させていただければと思いま

す。 

平成２６年度におきましては２０業者が――２０品目が対象となります。一部提出

をいただいてない事業者様もございますけれども、参考値ということで提出いただい

た数値をまとめますと１０億５，２００万円でございます。 

それから２７年度におきましては、先ほどの２５年度の２０品目と、それから２６

年度の１５品目を合わせました総売り上げが１１億２，３００万円でございます。 

私のほうからは、以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） それでは、次に土木費を議題といたします。執行部より説明

を求めます。中村建設課長。 

○建設課長（中村壽志君） それでは、土木費につきまして御説明をいたします。 

概要書５７ページでございます。 

８款土木費・１項土木管理費・１目土木総務費・１のハザードマップ策定業務につ

きまして――事業につきまして３４４万２，０００円を計上いたしております。 
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これは、新規事業でございまして、土砂災害のおそれがある場合に、市民の皆様に

迅速かつ適切な避難行動により命を守っていただくため、県が指定した土砂災害警戒

区域、土砂災害特別警戒区域を対象に土砂災害ハザードマップを印刷し、全戸配布す

るものでございます。財源は、国の５０パーセントの交付金でございます。 

その下２の空き家等対策事業につきまして１，２９１万８，０００円を計上いたし

ております。これは新規事業で、主には空き家等実態調査に係る業務委託料でござい

まして、この実態調査につきましては特別措置法第２条に規定されている空き家等の

実態を把握することを目的としておりまして、空き家等対策を行う上で基本となるも

のでございます。空き家等の実態を正確に把握することにより、今後の空き家等の利

活用対策や特定空き家等に対する改善措置の指導等が可能となります。財源は、国の

５０パーセントの交付金でございます。 

以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 志賀農林課長。 

○農林課長（志賀雅彦君） 続きまして、２目地籍調査費です。 

地籍調査事業としまして５，８４９万円を計上しております。 

豊田前町保々、美東町大田、綾木の一部、合わせて２．０７キロ平方メートルの地

籍調査事業に係る経費です。財源といたしまして、国５０パーセント、県２５パーセ

ントの県支出金３，９９４万円を予定しております。 

なお、昨日秋枝委員から要望のあった資料につきましては、昨日机上のほうに配布

しております。 

○委員長（猶野智和君） 中村建設課長。 

○建設課長（中村壽志君） 続きましてその下、２項道路橋梁費・１目道路維持費・２

の道路維持管理事業、（社会資本整備総合交付金）につきまして、２，５２０万円を

計上いたしております。 

これは、工事箇所が２カ所ございまして、大嶺町奥分地内における市道麦川桃の木

線の法面対策工事、土地購入費、補償金を合わせた２，４２０万円と大嶺町東分地内

における街路灯補修工事１００万円を合わせたものでございます。 

財源は、国の６０パーセントの交付金でございます。 

続きましてその下、３のさわやかロード美化活動事業につきまして３５０万円を計

上いたしております。 
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これは、市道及び生活道を良好な状態に保全し、地域コミュニティの醸成や環境意

識の高揚を図るため、市道美化活動される団体に対して報奨金を交付しているもので

ございます。 

続きまして５８ページの中ほどにございます、３目橋梁維持費・橋梁整備点検補修

事業（社会資本整備総合交付金）につきまして１億１，８４０万円を計上いたしてお

ります。 

これは、橋梁長寿命化修繕計画に沿って、点検業務と補修工事を実施するものでご

ざいます。このたびは１０２橋分の橋梁点検業務３，０００万円と大嶺町東分地内の

市道吉則中村線なかよし橋他各橋補修工事の８，３４０万円が主な内容でございます。

財源は、国の６０パーセントの交付金でございます。 

続きましてその下、３項都市計画費・１目都市計画総務費・都市計画基礎調査業務

につきまして、８６１万９，０００円を計上いたしております。 

これは、新規事業でございまして、都市計画法第６条に基づき、都市における人口

・産業・土地利用・交通などの状況及び将来の見通しを定期的に把握し、客観的・定

量的なデータに基づいた都市計画の運用を行うための基礎となるものでございます。

財源は、県の５０パーセントの支出金でございます。 

続きましてその下、２目街路事業費・灯る街づくり事業につきまして６６０万円を

計上いたしております。 

これは新規事業で、都市計画道路などの都市施設を中心に用途地域内にある街灯を

ＬＥＤに整備する事業でございまして、このたびは、大嶺町東分地内の吉則地区ＬＥ

Ｄ街灯整備工事５２０万円、厚狭川沿いの通学路の街灯をＬＥＤ化にする工事１４０

万円を合わせたものでございます。 

続きましてその下、３目都市公園管理費・美祢テクノパーク調整池周辺整備事業に

つきまして３００万円を計上いたしております。 

これは新規事業で、豊田前町麻生下地内の美祢社会復帰促進センター横の美祢テク

ノパーク調整池の周辺を整備するものでございまして、美祢テクノパーク調整池のし

ゅんせつ工事やその周辺に芝桜を植栽するものでございます。 

続きまして一枚めくっていただきまして、５９ページの中段のほう、５項住宅費・

２目住宅建設費・公営住宅等整備事業（社会資本整備総合交付金）につきまして１，

４３６万４，０００円を計上いたしております。 
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これは、公営住宅施設整備工事でございまして、大嶺町東分地内の池尻台２号団地

におきまして、屋根に防水及び断熱加工を施工するものでございます。財源は、国の

５０パーセントの交付金でございます。 

以上で土木費の説明を終わります。 

○委員長（猶野智和君） 説明が終わりましたそれでは質疑を行います。質疑はござい

ませんか。竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） １点ほどお尋ねをしたいと思うんですが、５８ページの灯る街

づくり事業。これは新規事業なんですが、今お聞きしますとＬＥＤにかえるというこ

とで、きのう晩８時半頃だったと思うんですが、ちょっと吉則商店街駅前の所を行っ

てみたんですね。旧吉則商店街と言ったら叱られるかな。いわゆる丸和の通りから吉

則の商店街に入る入口に昔、水銀灯かなんかあったのになくなったまんまになってお

ります。あれなんかもこの際きちんとやられるのかなと。ちょっとあの辺が暗かった

んです。 

もう一つは、色がそれぞれ皆違うんで、見ようによったらにぎやかでいいかもしれ

ませんが、あのそこ辺にあるのを全てＬＥＤに変えられるのか、その辺をちょっと。 

せっかくですから、美祢の玄関ですから、できれば明るいほうがいいな。残念なが

ら人は一人もいらっしゃいませんでした。さみしいなと思いながら、見たんですが、

せめてもっと明るいといいなというのが実感でございました。したがってその辺で灯

る街づくりのどの辺をどういうふうにされるのかもう１回詳しく御説明をいただいた

らなとこのように思います。 

○委員長（猶野智和君） 中村建設課長。 

○建設課長（中村壽志君） ただいまの竹岡委員の御質問にお答えいたします。 

今のこの新規事業につきましてはやはり、まちを明るくするという目的が第一番で

ございまして、先ほど言われた旧丸和跡から吉則の商店街のほうに向かう街灯につい

ては橋――橋上の街灯がやはり少し悪いということで、新年度の交付金を使って少し

ずつ明かりを灯すように考えております。基本的には、この事業で取り組むものは、

用途地域内の市が設置した、そして市が管理している２５８基あるわけですが、こち

らを点検し長寿命化計画を立て、効果的・効率的なところから順次ＬＥＤに変えてい

くように考えております。 

以上でございます。 
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○委員長（猶野智和君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 一点だけ。きのう見たら、名前出したらいけんかもしれません

が１棟ほど水銀灯がのけてあるんですね。従って丸和の通りからまっすぐ行く方と少

し家を挟んで行く道がありますよね。あの辺が暗いんですよ。で、一灯ほど下からの

けてある。お尋ねしたのは、それも新たに付けられるんですかというのをお尋ねした

んで、その辺もひとつよろしく。 

○委員長（猶野智和君） 中村建設課長。 

○建設課長（中村壽志君） ただいまの竹岡委員の御質問にお答えいたします。 

平成２６年に点検を実施いたしておりまして、その結果……判定３――いわゆる直

ちに撤去が必要となる道路照明も１６基、実はあります。そういったところを重点的

に、特に今言われた橋の部分の劣化が激しかったので、そういったところを重点的に

取り組んでまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） よろしいですか。ほかに……安冨委員。 

○委員（安冨法明君） 済みません。一点だけよろしいですか。 

５７ページの空き家対策なんですが、この件に関しましては、今までにない過疎の

時代を迎えまして市内にどうしても空き家が目に付くようになり、その空き家が周辺

の環境なり、安全に影響を及ぼすような事案がたくさん出てくるような時代になって

きております。 

そういうことでかねてより、これがための対策をどうにか立ててほしいということ

をお願いをしてきました。今回千二百万ちょっとの予算を組んでおられるわけですが、

基本的になんて言いますか、持ち主が対応できなくて代執行というふうなこともある

わけですが、美祢市においては補助事業で資金的にそのなかなか難しい、対応ができ

ないというような方に対しては、そういうふうな制度を設けて対応するということで

今日に至っております。これに関して執行部の努力というのは大いに評価できるもの

があるというふうに思っております。 

そこで、基本的にと言いますか、秋芳町の北部のほうで一軒町なかに空き家がござ

いまして、それが近所の家に対して――隣家にその倒れかけているというふうな状況

の中で、これがための対策をお願いをしてきたところでございます。状況について報

告ができればしていただきたいというふうに思います。 
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○委員長（猶野智和君） 中村建設課長。 

○建設課長（中村壽志君） ただいまの安冨委員の御質問にお答えしたいと思います。 

秋芳町北部――嘉万の町なかにございます空き家――老朽危険空き家でございます

が、こちらのほうは所有者がこの補助金を利用されまして、３月２日に除却の工事を

着工されたということでお聞きしております。 

私も実際まだ現場のほうにはちょっと見に行っておりませんが、そういう情報も私

のほうまで届いておりますので御報告させていただきます。 

以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 安冨委員。 

○委員（安冨法明君） 基本的に個人の持ち物に対して、行政が関与するというのはな

かなか難しいところがあるわけですが、今回と言いますか、今までの美祢市の対応を

考えたときには、迅速に非常に評価ができるというふうに先ほども申し上げましたが、

そういうふうに考えております。 

ただ、こういうのが何回も何回も出てくるとどうしても厳しい対応と言いますか、

考えざるをえないようなところも今後についてはいろいろ難しい問題が、財政的な面

も含めてあろうかというふうに思っておりますけれども、やはり安全・安心のまちづ

くりということに関しましては、やむを得ないと言いますか、必要なことだろうとい

うふうに思いますので今後ともひとつよろしくお願いを申し上げたいと。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） ほかにございませんか、杉山委員。 

○委員（杉山武志君） 私からは２点また御質問させていただきます。 

まず５７ページ土木管理費――土木総務費ですね。今の空き家対策事業に関わる経

費ですが、１，２９０万……１，３００万近いんですが、先ほど御説明の中で調査の

委託がされるというお話がありました。委託料がおいくらで、どの程度の調査まで踏

み込んだことをされるのか教えていただければと思います。 

それと、灯る街づくり事業、次のページ――５８ページの下から二段目ですが、吉

則に５２０万とあと１４０万ですか、ＬＥＤを設置されるということで。近年ですね、

小学校中学校が統合されまして通学路が長くなった地域等もございます。で、通学す

るにあたって暗い道を歩いて、子供さん方歩かれるんですが、教育のほうちょっと先

ほど見ましたけど、そちらのほうでも特に予算組みが無いようですが、今後こういっ



- 47 - 

たところも手を加えられるものかどうかちょっとお考えを伺いたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（猶野智和君） 中村建設課長。 

○建設課長（中村壽志君） ただいまの杉山委員の御質問にお答えいたします。 

１点目空き家等対策事業の実態調査に係る事業費についてでございますが、１，１

１７万８，０００円の予算を計上いたしております。どの程度の調査をするかという

ことでございますが、平成２５年に住宅土地統計調査という調査をした結果、美祢市

内に２，２３０戸の空き家があるということでございますので、そちらを対象にして

２５年から何年か経っておりますので、ふえていようかと思いますが、それもすべて

網羅して、空き家の位置の把握、現地調査、そして調査結果の整理といったところを

業務内容として考えております。 

  ２点目の灯る街づくり事業についてでございます。この事業につきましては先ほど

も申し上げましたように用途地域内の市が管理――建設管理した街灯においてＬＥＤ

化するということを主体としておりますので、本事業で防犯灯的な通学路の防犯灯に

ついての事業は考えておりません。 

以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 杉山委員。 

○委員（杉山武志君） はい、ありがとうございました。今の子供さんがたの防犯灯を

主体とした設置等についても今後担当課のほうでですね、御助力いただけたらと思い

ます。 

で、空き家等対策事業のほうでですね、委託料が１，１１７万円相当ということで、

調査の対象事項としては現場の位置ですとか現地調査というふうに御発言がありまし

た。統計でですね、統計調査をしておられて２，２３０戸が対象となるという調査が

出てるわけですから、もう位置はわかっておるわけですね。で、それをなおさらに位

置を確認して、その危険度等を調査項目があるのかもしれませんけど、ちょっと１，

１００万というのは調査内容、高いのではないかなという思いもしますが、妥当な金

額なのかちょっと御説明いただけたらと思います。 

○委員長（猶野智和君） 中村建設課長。 

○建設課長（中村壽志君） ただいまの杉山委員の御質問にお答えいたします。この予

算を立てたときは詳細がまだどの程度かがわからないがため、２，２３０戸を調査し
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た場合の予算を計上させていただいておりますが、今言われるように、ある程度調査

がもう進んでおります。重複の無いように予算編成また考え直すことはあろうかと思

いますので、ダブらないように、そして無駄の無いような執行を心がけたいと考えて

おります。 

以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） ほかに。秋枝委員。 

○委員（秋枝秀稔君） ５７ページの地籍調査についてお伺いいたします。 

２８年度の当初予算を調べてみますと９，１３０万ということになっておりまして、

このたび金額を１，１６８万７，０００円減額されまして、最終的に予算額７，９６

１万３，０００円になったと思います。でもなお、２９年度予算は２８年度より６０

０万円ばかり減となっている。 

市民の方の地籍調査に対する要望は非常に強いとものを感じております。土地境界

などをはっきりしたいという思いから言われておるというふうに思いますが、私はた

だ単に土地の境界の管理以上に、これは大きな行政のインフラと思います。行政の基

盤情報として非常に大事なものというふうに思っております。例えば土地を買収する

とか工事の施工とか。例えば山を利用して、例えばいろんな間伐しようとか、いろん

な場合についても境界もはっきりしてないから利用できないということが起こるかな

というふうな思いをしております。地籍調査は大きなメリットがあると思っておりま

す。 

２９年度の調査面積が先ほど２０７ヘクタールということを言われました。この２

０７ヘクタールから美祢市の残面積を計算しますと、調査の終了まで１２０年かかり

ます。昨日資料をいただきまして、平成２７年度の担当職員数が７人と書いてありま

した。その後かなり減りまして、現在は３人というふうになっております、資料は。

この３人というのはよその係との兼務とかそういうことがあるものでしょうか。お伺

いいたします。 

○委員長（猶野智和君） 志賀農林課長。 

○農林課長（志賀雅彦君） ただいまの秋枝委員の地籍調査事業に係る御質問にお答え

をいたします。 

昨日机上に配布しました資料の２段目の職員数のところについては、現在農林課の

ほうの林務係の職員も地籍調査室を兼務しておりますが、兼務の人数は除いた人数を
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示しております。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 秋枝委員。 

○委員（秋枝秀稔君） わかりました。これは実人数ということでよろしいんですね。 

それで私その３人……３人じゃ調査がやはり進まんと思います。森林組合に業務委

託をされているということですが、業務委託の内容というのはどういうことかという

ことでですね。 

それと担当人員をやはりふやさんと地籍調査はできんと思っております。この場合、

新年度に向けて例えば人員増の要望とかそういうことをされておられるかどうかお聞

きします。 

○委員長（猶野智和君） 西田建設経済部部長。 

○建設経済部長（西田良平君） 秋枝委員の御質問にお答えいたします。 

この地籍調査、委員御指摘のとおり、迅速に面積も多くやっていき、１２０年では

なく数十年で終わらせるというのは確かに理想であると感じておりますし、その辺に

つきまして重々認識はしているところでございます。 

で、過去からのデータということで資料請求がございましたので、ちょっと私なり

に調べてみたわけですけれども、地籍調査は昭和３２年から国のほうとして本格的に

実施をしております。それ以降１０年を一単位として現在に至るところで、現在は第

６次計画ということの７年目。残り３１年までですからあと残り３年ということにな

ります。その間ですね、２次計画以降、２次計画が１，０４３平方キロ、全国でやっ

ておったんですけれども、３次、４次、５次と、６８５、５６７、４７１ということ

で、減少傾向、ある意味すごいもんがあるわけでございまして、この第６期につきま

して、残り３年を残しておりますけど、現在までで全国で１９５平方キロメートルと

いう数字ということで認識をしておるところであります。 

このことから、国の予算というものがまず確実に大幅な減少傾向を示しているのか

なというふうに思っております。 

平成２９年度の国の予算を確認したんですけど、実は２８年度に比べて２９年度の

国の予算というのはわずかながらふえております。これ何でかなと思いまして、内容

をちょっと見てみたんですけども、やはり原因となっているところが東日本の大震災。

それともう一つはこれからのこととして、南海トラフ地震を想定して、早期にそこの
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地籍調査を行うということで国が直轄事業として行うように考えておられます。とい

うことは、微増ではあっても国の直轄事業が大規模に行われるということは、逆に言

えば地方に配分される予算というのがさらに減少していくということはもう明らかな

状況となっておると思います。 

もう一方で県からも２５パーセントほど補助をいただいております。議員も御承知

のとおり、県の２５パーセント、県の予算というのも大変厳しい状況があろうかと思

います。そういった中で何とか我々もこの事業を進めたいというところから、県内で

各市各町が要望するんではなくて、一つの組織を作ってそこでまとめて山口県として

の要望を出していこうというふうな考え方で、今の山口市長さんがトップとして動か

れておるところではあります。 

しかしながら平成２９年度、残念ながら面積としても２．０７平方キロということ

で減少をする――つまり県からの指示があった配分がやはり対前年よりも下がったと

いうふうなところがあります。これに対して他市の状況もやはり２から３平方キロメ

ートということで、どうしても減少傾向にあるということになっているのが現状とい

うことで御報告させていただきます。 

それで、その状況下の中で議員のほうの御配慮といいますか御指摘のとおり、職員

数のところにつきましてはやはりあの、３人で前年度も対応しているところもござい

ますので、何とかこの人員数で２平方キロを何とか実施をしていきたいというふうに

考えております。あとは森林組合の業務をお手伝いとしてその分お願いをしていると

ころでございますので、森林組合さんの内容については農林課長のほうから答弁いた

します。 

○委員長（猶野智和君）志賀農林課長。 

○農林課長（志賀雅彦君） 森林組合の業務内容はというところですが、森林組合さん

におかれましては山のさまざまな事業を行われておりますので、地権者等ある程度の

境界等に詳しいというところがありますので、現地調査を行う前の資料――通称素図

と言っておりますが、簡単な大体の位置を表す素図の作成と現地での調査のお手伝い

をお願いしているところです。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 秋枝委員。 

○委員（秋枝秀稔君） ありがとうございました。 
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増員の要望はしてないという、こういうことでございまして、森林組合もやはり直

接の担当責任者がいないから、やはりそれなりのことしかできんというこういうふう

な私思っております。私、実は県に行って聞きました全部。そしたら県が言われるに

は、大震災以降全国から要望がふえておるというこういうことを聞いております。 

山口県については、昨年と同じ事業量がきておるとこういうふうに聞いております。

ということで美祢市は若干落ちてると、これは何でじゃろうかとうふうな思いもして

おります。これ以上言うてもなかなか難しいこともありましょうから皆さんにちょっ

とお知らせするんですけれど、２８年度の数字なんですが、県下は――県下１９市町

のうち１１市町が調査が終了しております。終了が、終了間近。やはり、それぞれい

ろんなこと頑張っておられるというんですね。ぜひとも美祢市も今から１２０年もか

かっちゃどうしようもないと思います。ぜひとも少しでも面積をふやしていただきま

して、調査進めていただきたいというふうに思います。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） ほかにございますか、三好委員。三好委員。 

○委員（三好睦子君） あのですね、ページが５９なんですけど、あの、住宅――公営

住宅維持管理事業なんですけれど、これについて以前に要望いたしましたが、森時団

地で雨漏りがありまして、なかなか修理していただけないということでしたが、その

後の経過を聞いてないんですが、修理していただいたかどうかということと。 

それから白土、この事業の中に白土団地の湿気対策等の事業が済んでるのか、また

こん中で含まれているのか完了したかどうかをお尋ねします。 

それと今後の事業の内容……この当初予算は昨年よりふえておりますが、この事業

の内容と予定についてお尋ねいたします。 

○委員長（猶野智和君） 中村建設課長。 

○建設課長（中村壽志君） ただいまの三好委員の御質問にお答えいたします。 

公営住宅維持管理事業の中の御質問だと思います。森時団地の雨漏りということで、

以前三好委員からもお話がありましてなるべく交付金――社会資本整備交付金を活用

して実施したいと思っておりましたが、部分的ということもありまして、単独費で整

備するようにしておりますが、急なこともありまして、新年度の早い時期にやるよう

な方向で今調整してると思っております――するつもりでございます。 

続きまして、白土団地の湿気対策ということで、湿気が非常に多いということで暗
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渠排水を試験的にではないですがやってみようということで、予算には新年度組んで

あります。しかしながら、対策で本当に湿気がとれるかどうかちょっと調査した後に、

施工するようなかたちになろうかと思いますので、はい、新年度予算に計上してある

ということでお願いいたします。 

最後でございますが、公営住宅維持管理事業の予算が膨れているということであり

ます。その内容――主な内容ですが、エレベーターの最近基準が変わっておりまして、

そちらの修繕に少しお金を、少しずつですが投資して適正な管理――維持管理ができ

るようにということで、今年からそれを取り組むようにしておりますので、少し膨ら

んでいるという状況でございます。 

以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 予算がふえてあの、本当に、あの――いけないと言ってるわけ

ではないんですが、ありがたく思っております。今後ともよろしくお願いいたします。 

あの、住民の方の住宅と言えば雨漏りがして、家具とかがだめになるということも

聞いておりますので、また白土団地では壁が崩れてたんすで抑えてるという事実があ

りますので、しっかりとよろしくお願いいたしまして質問終わります。 

○委員長（猶野智和君） ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（猶野智和君） では、質疑なしと認め質疑を終わります。次に、消防費を議

題といたします。執行部より説明を求めます。有吉消防次長。 

○消防次長（有吉武士君） それでは、消防費について御説明させていただきます。 

予算書は２９０、２９１ページ、予算の概要５９ページの下からとなります。 

９款消防費・１項消防費・１目常備消防費の主要事業について御説明いたします。

予算書２９５ページをお開きください。説明欄００４救急業務高度化・緊急消防援助

隊訓練事業として２９７万５，０００円を計上しております。 

これは、各種救急現場における救命率向上のため、救急救命処置特定行為を行う救

急救命士を要請するため、研修所に職員一名を派遣すること、及び大規模災害発生時

等総合応援体制強化のため、緊急消防援助隊訓練に部隊参加させるためのものであり

ます。 

なお、現在消防本部における救急救命士国家資格取得者は１４名であります。 
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次に、予算書２９７ページをお開きください。予算の概要は６０ページになります。

説明欄では００９消防防災施設整備事業として３，５５０万円を計上しております。 

事業として、消防装備充実のため配備後２０年を経過する美祢市消防署の消防ポン

プ自動車の更新に３，４００万円。これには、特定財源として市債――消防施設整備

事業債３，１２０万円を計上しております。 

次に、災害発生時の救護所及び緊急消防援助隊の活動拠点として使用する災害用エ

アーテント整備に１５０万円を計上しております。 

続いてその下になりますが、説明欄では０１０通信指令業務共同運用事業として７

７３万５，０００円を計上しております。 

これは、各種災害における通信指令体制の充実及び相互応援体制強化のため、平成

２５年１０月から下関市と共同で運用しております消防通信指令業務に係る機器等の

保守費用及び下関市への運用負担金であります。運用開始から４年を経過し、当初目

的のとおり下関市との連携強化は確実に成果を挙げております。 

続きまして、２目非常備消防費について御説明いたします。予算書は２９８、２９

９ページをお開きください。説明欄００３消防団拠点施設等整備事業として２，５５

９万１，０００円を計上しております。主な事業として予算の概要６０ページ下をご

らんください。１消防団消防機庫整備事業として消防団施設機能充実のため、平成２

８年１０月に統合しました美東方面隊赤郷分団の消防機庫の整備に１，５００万２，

０００円。これには特定財源として市債――消防施設整備事業債１，５００万円を計

上しております。 

次に、２消防団消防ポンプ自動車更新事業として消防団装備充実のため小型動力ポ

ンプ積載車１台の更新整備に８６４万円。これには特定財源として市債――消防施設

整備事業債８２０万円を計上しております。 

次に予算書３０１ページをお開きください。説明欄では００５石油貯蔵施設立地対

策補助金事業として８６４万円を計上しております。 

これは、石油補助金を活用し消防団、消防車両一台を更新整備するものです。特定

財源として、石油貯蔵施設立地対策等補助金６１３万８，０００円、市債――消防施

設整備事業債２１０万円を計上しております。 

続きまして、３目消防施設費について御説明いたします。予算書は同ページ、予算

の概要は６１ページになります。予算書説明欄では００１消防防災施設等整備事業と
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して１，１４７万７，０００円計上しております。主な事業として、市民の安全・安

心のため、安全面、環境面を考慮し市内４カ所の既設防火水槽の改修蓋設置に６２０

万円。特定財源として市債――消防施設整備事業債６２０万円を計上しております。 

４目水防費については省略させていただきます。 

以上で消防費の説明を終わります。 

○委員長（猶野智和君） 説明が終わりました。それでは質疑を行います。質疑はござ

いませんか。竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 概要書の６０ページなんですが、ちょっと細かいことが気にな

るんですが。 

地方債、２の非常備消防費２，５２０万が……地方債。で、内訳をちょっと見てい

ただいたらと思うんですが、ちょっと細かいことが気になるんです。３０万。１０万

ほど合わん。これはちょっとようわからんのやけど、どういうことかっていうと、１，

５００万と８２０万と２１０万ですから２，５３０万になると思うんですね。これが

ちょっと細かいことで申し訳ないんですが、ちょっと理解できません。 

それからもう一つは、消防施設費のほうで地方債９４０万、概要書のほうでは６２

０万しか計上してありませんので、あと三百何万ですか……２０万ですか、これが恐

らく予算書の３０１ページの消化栓に関わるものかなというふうに推察はできるんで

すが、その２点についてお答えいただきたいと思います。 

○委員長（猶野智和君） 松永消防長。 

○消防長（松永 潤君） 竹岡委員の御質問にお答えします。 

地方債の記載についてですが、まず、非常備消防費については記載のほうが誤って

おりますので正確な数字を確認して訂正をしたいと考えております。 

それと消防施設費の地方債については委員がおっしゃるとおり消化栓の整備の地方

債分がこちらの主要事項の中に含まれておりませんので、その差額をもって地方債の

この金額になるということであります。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） じゃあ、後ほどお示しいただければ。はい。 

今度からできれば、細かいことなんですが、やっぱし記載がいくらで書いてあると

またこういう予算書くったりせんにゃいけんので、できれば表示をしていただければ
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助かるなと思うんですが。これは委員長、歳入についてはまた後からあるわけですか

いね、時間が。細かいこと言いますと、地方債が若干記載ミスなのか私の考え方が違

うのか１，３７０万ぐらい違うんですね。従って、また歳入のところで時間あるわけ

ですね。 

○委員長（猶野智和君） はい。 

○委員（竹岡昌治君） じゃあ、その時また考えます。 

○委員長（猶野智和君） ほかにございませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（猶野智和君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。この際、１４時４０分

まで休憩いたします。 

    午後２時２８分休憩 

    癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

    午後２時４１分再開 

○委員長（猶野智和君） 休憩前に続き、委員会を開きます。ここで、三好委員より発

言の申し出がありましたので許可いたします。三好委員。 

○委員（三好睦子君） 先ほど私が発言した――いたしました中で白土団地の件ですが、

壁が崩れかけてたんすで押しているっていう……のような発言をしましたが実際はコ

ンクリートの壁の前に張ってある壁板――コンクリートの壁の前に張ってある壁板が

水分を含み――含んで剥がれかかっているという状態ということで訂正をさせていた

だきます。なんか、過大表現をしてしまいました。申し訳ありませんでした。 

○委員長（猶野智和君） 続いて、執行部のほうから申し出がありましたので許可いた

します。松永消防長。 

○消防長（松永 潤君） 先ほど竹岡委員のほうから御指摘をいただきました、消防―

―非常備消防費の財源内訳について訂正をさせていただきます。 

予算概要書の６０ページの中ほどをごらんください。消防団拠点施設等整備事業、

１番の消防団消防機庫整備事業についてです。当初予算額１，５００万２，０００円、

地方債が１，５００万となっておりますが、こちらが１，４９０万円、一般財源が１

０万２，０００円で訂正をさせていただきます。 

併わせまして、概要書の６１ぺージをごらんください。消防施設費の地方債９４０

万円の財源内訳についての御指摘がありました。これは、下にあります既設防火水槽
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改修蓋設置事業の地方債６２０万円に消火栓の新設回路工事６カ所の３２０万円の地

方債をトータルで９４０万円の地方債ということになっております。 

以上で説明を終わります。 

○委員長（猶野智和君） それでは、次に教育費を議題といたします。執行部より説明

を求めます。野尻教育総務課長補佐。 

○教育総務課長補佐（野尻 悟君） それでは、教育費について御説明いたします。 

予算の概要は６１ページの中ほどでございますが、１０款教育費・１項教育総務費

・２目事務局費において、特別支援教育推進事業として４８９万３，０００円を計上

いたしております。 

これは、山口県立宇部総合支援学校美祢分教室に通学する児童・生徒のスクールバ

ス運行経費であります。 

○委員長（猶野智和君） 長谷川学校教育課長。 

○学校教育課長（長谷川 裕君） 続きまして、３目指導費でございます。 

飛ばしまして予算の概要は６２ページをお開きください。拡大重点事業であります

ＭＩＮＥグローバル人材育成推進事業として、２３４万１，０００円を計上しており

ます。 

これは，ＥＮＧＬＩＳＨ ＣＬＵＢ・ＥＮＧＬＩＳＨ ＶＩＬＬＡＧＥの開催や中

学生の海外派遣を通して、美祢市の子供たちが英語に触れる機会をふやしたり、日頃

の学習の成果を確認するために英語検定料の補助を行ったりするものでございます。 

次に、学校図書館充実事業でございます。１００万円を計上しております。学校図

書館担当職員を１名増員し、２名を市内小中学校に派遣し、学校図書館運営の機能向

上と運営の活性化を推進いたします。 

次に、美祢ジオパーク学習推進事業でございます。１３３万２，０００円を計上し

ております。市内小中学校の地質資源や文化遺産を生かしたジオ学習を支援いたしま

す。 

次に新規重点事業、学校現場における業務改善加速事業でございます。県の委託事

業を受け３５１万１，０００円を計上しております。これは、教員の担うべき業務に

専念できる環境を確保し、長時間労働という働き方を改善することで事業改善に取り

組む時間や子供と向き合う時間を確保するため、労働時間の管理や業務アシスタント

の配置等により業務改善に取り組むものでございます。 
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次に新規事業、地域の伝統・文化を活用した郷土への誇りと愛着育成事業でござい

ます。県の委託事業を受け４０万円を計上しております。 

これは、秋吉小学校・秋芳中学校で取り組んでおります太鼓演奏活動に焦点を当て、

地域の伝統文化を活用した教育活動の研究に取り組むものでございます。 

次に拡大事業、いじめ問題対策事業でございます。６８万４，０００円を計上して

おります。いじめ問題の未然防止を図るための協議会や重大事案に対応する調査委員

会の設置を行うものでございます。 

次に新規重点事業、心の広場充実事業でございます。３０５万２，０００円を計上

しております。これは、何らかの理由で学校に登校できない児童・生徒の適応指導を

行うための居場所――心の広場と言いますけれど、これをつくるため指導員を増員配

置し、常時開設できる体制を整えるものでございます。 

次に拡大重点事業、夢をつなぐ特別支援充実事業でございます。１０３万１，００

０円を計上しております。 

これは、特別支援教育推進リーダーを配置し、特別な支援を要する児童・生徒につ

いて講師間や関係機関との連携を強化し、特別支援教育の充実を図るものでございま

す。 

○委員長（猶野智和君） 野尻教育総務課長補佐。 

○教育総務課長補佐（野尻 悟君） 続きまして、４目高等学校費において、私学振興

運営費補助事業として１，３８０万円を計上いたしております。 

これは、私学教育の振興を目的とし、成進高等学校の運営費を補助するものであり

ます。 

○委員長（猶野智和君） 長谷川学校教育課長。 

○学校教育課長（長谷川 裕君） 続きまして、６４ページをお開きください。 

５目外国青年英語指導事業費において、拡大重点事業、生きた英語力育成推進事業

でございます。１，９２６万７，０００円を計上しております。 

これは、市内全ての小中学校へ外国語指導助手を派遣して、実践的コミュニケーシ

ョン能力の育成と国際理解教育の推進を図るものでございます。来年度は１名増員し、

９月から英語指導助手４名での指導体制を図ってまいります。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 野尻教育総務課長補佐。 
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○教育総務課長補佐（野尻 悟君） 続きまして、２項小学校費・１目学校管理費にお

きまして、スクールバス等運行事業として３，０２７万７，０００円を予算計上して

おります。 

これは、児童の通学支援のため、スクールバスやタクシーの運行に係る経費や学校

行事等での有効活用を図るための経費であります。 

また、嘉万小学校と別府小学校の統合により、秋芳桂花小学校が平成３０年４月１

日に開校することとなっており、秋芳桂花小学校児童の通学支援のためにスクールバ

スを購入する経費であります。 

○委員長（猶野智和君） 長谷川学校教育課長。 

○学校教育課長（長谷川 裕君） 次に、２項小学校費・２目教育振興費、拡大事業、

小学校特別支援学級支援事業でございます。５９９万７，０００円を計上しておりま

す。 

これは、生活面の介助や学習補助を必要とする児童に対応するため、１名増の９名

の介助員を配置するものでございます。 

次に拡大事業、小学校学級支援補助教員活用事業でございます。８４０万２，００

０円を計上しております。きめ細かな指導体制を充実させ学級の安定化を図るため、

２名増の９名の補助教員を配置するものでございます。 

次に新規事業、社会科副読本事業でございます。２６１万４，０００円を計上して

おります。 

これは、小学校三・四年生で使用します社会科副読本「ふるさと美祢」の改訂を行

うものでございます。平成３２年度から完全実施されます新学習指導要領や日本ジオ

パーク認定に沿った内容の改訂を行います。 

次に新規重点事業、複式学級学習支援事業でございます。８４２万円を計上してお

ります。 

これは、学校の適正規模、適正配置を進める上での経過措置として、複式学級を置

く市内小学校９校全てに学習支援員を配置し、複式学級で学ぶ子供の学習支援を行う

ものでございます。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 野尻教育総務課長補佐。 

○教育総務課長補佐（野尻 悟君） 続きまして、３目学校施設整備費におきまして、
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秋芳桂花小学校整備事業として８億２，６０８万２，０００円を計上しております。 

これは、平成３０年４月に嘉万小学校と別府小学校が統合し誕生する秋芳桂花小学

校の校舎について、平成２８年度に旧秋芳北中学校の校舎を解体し、そこに平成２８

年度から２カ年の継続事業として一部鉄筋コンクリート造ではありますが、温もりの

ある木造の校舎を新しく建設するものであります。校舎の内訳といたしましては、普

通教室６室、支援教室１室、特別教室５室、図書室、家庭科室――特別教室の内訳と

いたしましては理科室、図書室、家庭科室、音楽室、図工室それから校長室、保健室、

地域コミュニティスペースや交流センター等を設ける予定としております。この整備

に併わせまして、昭和４３年に建設し老朽化している旧秋芳北中学校のプールを改修

する工事などの経費を計上したものであります。これらに係る特定財源として、国庫

負担金を１億９，８８６万６，０００円を計上しております。 

次に、長寿命化改修事業として４億８，９１５万７，０００円を計上しております。 

これは、厚保小学校の校舎について、既存校舎の老朽化対策のための長寿命化改修

工事と東厚小学校・川東小学校との統合などにより、必要教室数やコミュニティスペ

ースを確保するための校舎の増築工事を行うものであります。長寿命化改修工事につ

きましては、２月２８日の予算決算委員会で御説明いたしましたとおり、平成２８年

度国の補正予算の成立を受けて補助事業の内定があったため、一般会計補正予算第８

号で予算の追加を行っております。 

平成２９年度当初予算では、校舎の造築工事や屋外整備工事などに係る経費を計上

しております。校舎の増築部分にはコミュニティルーム、校長室、職員室、図工室、

図書室などを配置する予定にしております。屋外整備工事としてグラウンド整備やプ

ール附属室の撤去・新設、駐車場の整備などを行うこととしております。これらに係

る特定財源として、国庫負担金を８，８０３万円予定しております。 

○委員長（猶野智和君） 古屋生涯学習スポーツ推進課長。 

○生涯学習スポーツ推進課長（古屋敦子君） それでは、ページをめくっていただいて、

５項社会教育費になります。６７ページの下のほうをごらんください。 

２目公民館費の公民館管理運営事業です。公民館管理運営事業として５，４４３万

４，０００円を計上しており、このうち厚保公民館空調設備改修工事として７４７万

８，０００円、赤郷交流センター調理室エアコン設置工事として１７６万６，０００

円を計上しております。 
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ページをおめくりいただいて、６８ページの２番目のところをごらんください。 

４目市民会館費、市民会館管理運営事業として４，４４４万８，０００円を計上し

ており、そのうち市民会館便所改修工事として２，７６９万５，０００円を計上して

おります。現在、市民会館大ホールのトイレにつきましては地下に設置をしており、

利用しづらいとの声を多々お聞きしております。このため一階ロビーにもトイレを設

置することとし、利用者の利便性・快適性を高めることとしております。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 井上文化財保護課長。 

○文化財保護課長（井上辰巳君） 続きまして、５目文化財保護費について説明いたし

ます。同じく予算の概要６８ページでございます。 

主な事業といたしまして、長登銅山跡地整備事業に３０４万８，０００円を計上し

ております。 

これは、平成２７年度から４年計画で実施しております史跡整備に向けた遺構の確

認調査の３年目となり、平成２９年度も古代役所跡等の発見を目指して発掘調査を行

うための経費であります。財源として、国支出金１４２万４，０００円を予定してお

ります。 

次に新規事業として、秋吉台等保全管理計画策定事業に４８万１，０００円を計上

しております。 

これは現在、昭和４８年に策定された秋吉台保存管理マスタープランにより、自然

の保護や景観の保全に努めているところですが、策定から４０年以上が経過し現状に

即した見直しが必要であります。平成２９年度から５年計画ですが、３０年度から国

庫補助事業として実施できるよう平成２９年度に準備を進めていきたいと考えており

ます。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 末岡教育委員会事務局次長。 

○教育委員会事務局次長（末岡竜夫君） それでは、６９ページをごらんいただきたい

と思います。秋吉台科学博物館費について御説明をいたします。 

２つ目のすごいぞ！秋吉台科学博物館魅力アップ事業に４００万円を計上しており

ます。 

この事業は、秋吉台科学博物館におきまして、山口大学の研究拠点となりますサイ
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エンスサテライトとして開設いたします、山口大学秋吉台アカデミックセンターの運

営に要する負担金や需用費を計上したものでございます。 

この山口大学秋吉台アカデミックセンターは、平成２６年３月に締結いたしました

山口大学と美祢市による包括的連携・協力に関する協定に基づきまして、秋吉台の国

際的価値を高め、継続的な地域社会の発展と人材の育成に寄与し、秋吉台地域におけ

る研究、教育、それと観光の調和のとれたまちづくりの推進を図ることを目的に運営

をすることとしております。 

○委員長（猶野智和君） 古屋生涯学習スポーツ推進課長。 

○生涯学習スポーツ推進課長（古屋敦子君） 続きまして、下の８目生涯学習まちづく

り推進事業費です。ページをめくっていただいて、７０ページの一番上になります。 

市民大学公開講座事業として、２８３万４，０００円を計上しております。市民の

教養を深めることを目的として毎年市民大学講座を開催しておりますが、平成２９年

度の講座につきましては市政施行１０周年記念式典と同日の開催を予定しており、１

０周年記念事業の幕開けにふさわしい講師を招聘し開催したいと考えております。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 末岡教育委員会事務局次長。 

○教育委員会事務局次長（末岡竜夫君） 続きまして、そのページの一番下、ジオパー

ク推進事業費について御説明をいたします。主な事業について説明いたします。 

まず、ジオパーク推進事業といたしまして、２，６０６万９，０００円計上してお

ります。 

この事業は主にＭｉｎｅ秋吉台ジオパーク推進協議会への負担金でございます。ジ

オサイト看板設置工事、これなどに伴う予算でございます。 

平成２９年度のＭｉｎｅ秋吉台ジオパーク推進協議会の主な取り組みといたしまし

ては、世界ジオパーク挑戦に向けました国際化の第一歩といたしまして，ユネスコ世

界ジオパーク活動へ参入させていただきたいというふうに考えております。具体的に

はアジアパシフィックジオパークネットワークの中国貴州省織金洞というジオパーク

があるんですが、ここのジオパーク大会、それが先日台湾の野柳ジオパークから御案

内いただいたんですが、台湾国際ジオパークシンポジューム。これらの海外の大会へ

参加するなど、ユネスコ世界ジオパークネットワークに貢献し、世界に向けＭｉｎｅ

秋吉台ジオパークをアピールするとともに、世界ジオパークに関する情報収集を行い
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たいと考えております。 

また、受け入れ態勢の強化といたしまして、Ｍｉｎｅ秋吉台ジオパーク認定ガイド

の研修活動、それから市民や小中高生への出前講座、Ｍｉｎｅ秋吉台ジオパーク推進

協議会便りなどによる周知活動、これらを行いまして、地域に対する市民の誇りの醸

成やジオツーリズムによる経済活動の活性化などを通じて、本市の将来を見据えた持

続可能な発展を目指していくこととしております。 

次に、７１ページの新規事業でございますが、Ｍｉｎｅ秋吉台ジオパークセンター

管理運営事業といたしまして１，５８１万５，０００円を計上しております。この事

業は、昨年１２月３日にオープンしましたＭｉｎｅ秋吉台ジオパークセンター「カル

スター」の管理経費でございます。カルスターは、関係者の皆様のおかげをもちまし

て、オープンから約３カ月を順調に経過いたしまして、お客様からの評判もよく、連

日多くのお客様をお迎えしております。今後も秋吉台にお越しになるお客様へのおも

てなしの質をレベルアップするため、現在の体制を維持したいと考え、主に観光案内

総合受付業務、清掃、警備業務などの委託料などを計上しております。 

○委員長（猶野智和君） 古屋生涯学習スポーツ推進課長。 

○生涯学習スポーツ推進課長（古屋敦子君） 次に、６項保健体育費です。 

下の段になりますが、新たに２目スポーツイベント推進費を設けております。これ

は、スポーツイベントを実施することにより、交流人口の拡大を目指す事業を特出し

するもので、事業といたしましては一昨日開催しましたＭｉｎｅ秋吉台ジオパークマ

ラソン。それから、次のページになりますけれど、美祢秋吉台カルストウォーク。そ

れから下の、みね発！サイクルイベントの三つのスポーツイベントとしております。 

みね発！サイクルイベント実施事業につきましては６００万円を計上しており、平

成２８年度から山口県や山口市等の関係機関と連携し、サイクル県山口ブランドの確

立定着を目指し実施しているものです。シンボルイベントとして、Ａｌｌ Ｙａｍａ

ｇｕｃｈｉ Ｒｉｄｅ Ｆｅｓｔａ２０１７の実施を予定しております。 

なお、財源しては国庫補助金７５万円、県補助金５０万円を予定しております。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 野尻教育総務課長補佐。 

○教育総務課長補佐（野尻 悟君） 同じく７２ページの一番下のほうになりますけれ

ども、４目給食施設費におきまして給食調理上管理運営事業に８，００５万２，００
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０円を計上しております。 

これは、市内６カ所の学校給食共同調理所の管理運営を行うための経費でございま

す。 

教育費については、説明は以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 説明が終わりました。それでは、質疑を行います。質疑はご

ざいませんか。岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） それでは２点について、まずお尋ねしたいと思います。 

今回新規とか拡充とかいろいろ重点政策とかありますけれども、私はちょっと最初

にそれに該当しないところにちょっと質問したいと思っております。 

６２ページの新しい学校をつくる美祢コミュニティ・スクール推進事業ということ

で、このコミュニティ・スクールの充実事業ということで、今年度予算１８８万４，

０００円が計上されております。 

今回が昨年度より減ったというのは今、学校の統廃合によってこういう金額になっ

たと理解はしておりますけれども、コミュニティ・スクールというのは基本的には父

母、そして学校側、そして地域の住民の皆さん、そして企業と併せて地域で学校の先

生いろんな小・中学校大変ですから、生徒が心豊かに活力ある児童・生徒に育ってい

くためのバックアップとして、私はこれは目に見えないんですけれども、非常に私は

大事な施策と思っております。 

特に山口県は、これは本当に他県に比べたならば、進み具合が非常に高いというこ

とで本当にうれしくは思っておるんですけれども、具体的に地域の方、先生方がなか

なか大変でカバーできないところ、その地域の婦人の方が生け花を学校にちゃんと飾

ったりとか、なかなか学校の先生がこの児童・生徒の対応で大変ですけど、そう言っ

たところをそういった地域の方がバックアップしている。また、中間テストとかまた

学校の試験の時には、地域の元学校の先生とかそういった関連の人が試験の前に勉強

を教えに来てくれる。 

こういった面で非常に私はまた元教員であった方が、そういった生徒をしっかりと

見ていく。そして学校の先生もいろんな面で疲れたところにその元先生がそこにボラ

ンティアで１カ月に１回か２回ぐらい行って、そしていろんな問題をお互い話してい

く。こういった地域の私はバックアップというのは本当に非常に重要と思っておりま

す。 
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今後それについて、予算がそんなに多くはないですけれども、今後、今現状、父母、

学校の先生また地域の方、企業とかそれ以外に地域の方でどういった方が参加されて

るか、ちょっとその辺が入られて具体的に今私が言ったバックアップ以外にほかにど

のようなバックアップをされているかちょっとその辺についてまずお尋ねしたいと思

います。 

○委員長（猶野智和君） 長谷川学校教育課長。 

○学校教育課長（長谷川 裕君） 岡山委員の御質問にお答えいたします。 

コミュニティ・スクールに関する御質問でしたが、委員の御指摘のとおりだと思い

ます。今学校では、地域とともにある学校づくりが推進されております。で、そのコ

ミュニティ・スクールの機能として、まず地域、保護者の皆様からの学校支援。先ほ

ど岡山委員のお話の中にもありましたけれども、お花を生けたり、それから外国から

帰ってきた子供たちに日本語の支援を指導したりとか、それから本の読み聞かせに地

域の方が来て教えてくださったり、それから小学校には正課クラブというのがござい

ますけれども、そういったクラブの中で花道や茶道、それから昔のおもちゃづくりを

通して物づくりの指導をされたり、ほかにもさまざま、梨の栽培とかそういったもの

を子供たちに教えてくださったり、いろんな形で今環境整備ですね、いろんな形で支

援に入ってくださっています。 

それに応えるように今度は地域貢献として、子供たちが地域に出て行って、そして

地域の皆さんと触れ合う。そういった形でお祭りなんかにも中学生が参加してボラン

ティアで活動するといった形の活動も広く行われているようになっています。加えて

学校運営協議会という会を持ちまして、学校の運営についての意見をいろいろ言って

いただくというふうなことも行っているところです。 

それらを支援するための予算として新しい学校をつくるコミュニティ・スクール推

進事業という形で予算を計上させていただいております。以上でよろしいでしょうか。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） これについては、人の育成という面で予算が計上されているわ

けでありますけれども、実際地域の方の……小・中学校しっかりと守り支えていくと

いうこと、非常に心豊かな人を育てるという面においては学校も当然一生懸命されて

大事な学業の面で伸ばしていくちゅうことは非常に大切なことをされておりますけれ
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ども、それとまた逆の意味で、今言ったところを本当に心豊かな児童・生徒を育てる

という面においてやっぱりこっちも大事と思うんですよね。それに対して予算の計上

が若干ちょっと低いんじゃないかと……地域の方が一体、大体平均各学校今小学校１

５校、中学校７校、２２ありますけれども大体平均地域の人とかいろいろ会社関係の

方来てかどうかわかりませんけれども大体平均何人の方で、今そういった支えをされ

ているか、この地域――コミュニティ・スクールを支えているか大体平均大体何人ぐ

らいになるのかなと……そういったところをたくさんやっているところ、やっていな

いところとあろうけれども、これが無駄が無いようにもしできるんであればしっかり

とやっていくことも大事じゃないかと思っておりますので、大体平均何人でどういう

かたちで運営をしていくかということ。その場合によっては経費を計上してかんにゃ

いけんところも考えていかなくちゃならないと思っておりますけれども、その点につ

いてはどのようなお考えでしょうか。 

○委員長（猶野智和君） 長谷川学校教育課長。 

○学校教育課長（長谷川 裕君） 先ほどの質問にお答えいたします。 

まず、このコミュニティ・スクールの取り組みによって学校を訪れる地域の方、保

護者の方の人数はかなり増加しております。これについての調査は今持ってきており

ませんけれども、また教育委員会のほうにありますので、また岡山委員にはお伝えし

たいと思っています。 

で、学校によっても規模が違いますので、その数にはやはり差があります。ただ一

つ言えることは、すべての小・中学校に学校運営協議会という学校運営に関するこの

コミュニティ・スクールの核になる会があるんですけれども、その会の委員の皆様約

１０名の皆さんで、学校運営についての協議をしてくださって、そしてその協議の中

でこういった取り組みをやったらどうかということで地域と学校とをつないでくださ

っている。そういった方々がおられるということをここで御報告したいと思います。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） コミュニティ・スクールのそういった体制については、わかる

人はわかっているけどわからん人はわからんということで、若干それについては理解

をさせていただきました。 

いずれにしても桂花小学校、この２年間で９億５，０００万ということで大きなお
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金がついてしっかりと教育環境を充実という面では非常に大事です。 

が、しかし一方そこに入っている児童・生徒というものが頭がいいばっかりじゃな

くて、本当に人のことを思いやる心豊かな活力のある児童・生徒に育っていかなくて

は、本当の意味での教育にはつながらないと思っております。しっかりとそういった

地域のコミュニティをしっかりと皆さんと一緒にやりながら心豊かな本当に児童・生

徒を育てていっていただきたいことをお願い申し上げたところでございます。 

最後に６４ページに生きた英語力育成推進事業ということで、小・中学校のＡＬＴ

を今回９月から４名ということでありました。非常に１名ふえて３人も多いかなとい

う今までの認識やったと思いますけれど、４人にふえたということでより一層教育環

境の充実ということであります。 

今後こういったＡＬＴのメンバーが今教育委員会に常駐するか、それとも常に小・

中学校にずっと一日中おるんかどうかそういった体制で触れ合う機会というものを、

授業もやけど授業以外にそういったＡＬＴと日常的にコミュニケーションとか、とに

かく接していくことが一番大事なことでありますので、そういった体制についてはこ

っからはちょっと見えてきませんけれども、その辺についての対応というのはどのよ

うになっておるのか説明願いたいと思います。 

○委員長（猶野智和君） 長谷川学校教育課長。 

○学校教育課長（長谷川 裕君） このたび、予算計上の中にＡＬＴの１名増の予算を

組み込ませていただきました。これによりまして、英語指導助手は市内に４名になり

ます。今は３名ですけれども。 

で、４名になったことを受けて今検討していることは、美東地域に１名そして秋芳

地域に１名、そして旧美祢地域に２名の配置を計画をしております。すべてそういう

ふうになるわけではありませんけれども、それらが手分けをして市内のすべての小・

中学校に指導にまいるという形です。 

そして、その居場所なんですけれども、今考えているのは各地域の中心の中学校へ

ＡＬＴを常駐させておきたいと。そこから各小・中学校へ勤務するというふうな形を

とって、子供たちと触れ合う機会を今委員さん御指摘のとおり進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 岡山委員。 
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○委員（岡山 隆君） これから４名もＡＬＴが来ると本当にいいことだろうと思って

おりますけれども、おる所は中心の中学校ということを言われました。しっかりとそ

れがとにかく生徒と……しっかりと授業以外につながりを持っていくということ。こ

れがまた非常になかなか授業じゃあ頭に入らんこともたくさんありますので、それ以

外のところで実際に触れていったほうが本当の意味での英語力ちゅうか、勇気とそう

いったものが出てくるんじゃないかと思ってます。 

今後、どうかそういった面においては、ＡＬＴさんが自分の部屋にずっとおるとい

うことではなくて常に皆さんと接していく――生徒と接していく、そういった対応と

いうのを最初から身に着けられて対処していただきたいことをお願い申し上げて私の

質問を終わります。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） ほかにございませんか。はい、山中委員。 

○委員（山中佳子君） 予算の概要６９ページになります。すごいぞ！秋吉台科学博物

館魅力アップ事業ということで、昨年の１２月議会におきまして一般質問した際に平

成２８年において５００万円の繰越明許費がありましたが、今年度もまだ執行されて

いない５００万円の繰越明許費が計上されています。この内訳をお尋ねしたいと思い

ます。 

○委員長（猶野智和君） 末岡教育委員会事務局次長。 

○教育委員会事務局次長（末岡竜夫君） 山中委員の御質問にお答えいたします。 

この山口大学秋吉台アカデミックセンター……議長には御案内をしておったところ

ですが、３月２５日に施設の開所式を行います。それまでに今いろいろな施設改修等

の準備をしておるわけですが、施設改修にあたりましては、直接施設改修をするもの

の――じゃなしに、山口大学と秋吉台で――山口大学と美祢市の間にパートナップ事

業運営協議会というものをつくりました。で、そこに負担金として１９０万円支出い

たします。で、その一緒につくり上げた協議会がその１９０万円で何をするかという

のを説明いたしますと、開設準備といたしまして２階の研究室の個室化の改修、それ

から電話・ファックス回線の設置費用、インターネット開設。これらが開設準備でご

ざいます。それから運営支援といたしまして、これは今度は本格的な運営が平成２９

年度から始まるわけですが、それに先駆けて主に備品となりますが、プロジェクター、

スクリーン、それからパソコン、書籍ですね。それらのものをそろえることとしてお
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ります。それらに要する費用が１９０万円ということでございます。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 山中委員。 

○委員（山中佳子君） 済いません５００万のうちの１９０万がそのパートナーシップ

のあれに行くということですよね。あとの３１０万というのは使い道は決まってない

んですか。 

○委員長（猶野智和君） 末岡教育委員会事務局次長。 

○教育委員会事務局次長（末岡竜夫君） 山口大学とこれを開設するにあたり、いろい

ろと協議いたしました。当初こちらでは３００万円の負担金、それから１００万円の

工事費、１００万円の需用費――平成２７年度の補正予算で計上しとったと思うんで

すけど、最終的には今申しました１９０万円これだけで済むだろうということでこれ

だけの支出ということになります。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） はい、山中委員。 

○委員（山中佳子君） わかりました。次にもう１点、先月２月１７日に山口大学で国

際総合科学部のシンポジュームがあり美祢市から職員、議員５０名が参加しましたが、

その中で平成２８年３月７日から１１日まで山口大学の学生１７名と教員２名が美祢

市補助金及び大学の予算で台湾研修に行かれています。さらに、今月３月２１日から

２６日の予定で第２回目の台湾研修を行うということでしたが、この予算はどこから

出ているのか。教育委員会のほうから、教育費のほうから出ているのでしょうか。ち

ょっとお尋ねします。 

○委員長（猶野智和君） 繁田観光振興課長。 

○観光振興課長（繁田 誠君） ただいまの山中委員の御質問にお答えをいたします。 

山口大学との台湾での調査事業につきましては、観光事業特別会計――外国人観光

客受け入れ対策事業の中の国際観光交流推進協議会の中の補助金として支出をしてお

ります。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 山中委員。 

○委員（山中佳子君） 済いません。所管が違うのでもうよろしいですかね。いくら出

ているか、２９年度はいくらになっていますか。ページ数がわかれば教えてください。 
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○委員長（猶野智和君） 繁田観光振興課長。 

○観光振興課長（繁田 誠君） 山中委員の御質問にお答えをいたします。 

ただいま特別会計の予算資料を手元にもっておりませんので詳細はわかりませんが、

約３０万円程度だったと認識をしております。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） はい、これ以上は……はい、お願いします。はい、安冨委員。 

○委員（安冨法明君） 最初に概要書の７１ページお願いします。「新」と「重」と両

方ですね、しっかりついております。社会教育費のＭｉｎｅ秋吉台ジオパークセンタ

ー管理運営事業費ですね。これについて、その内容と言いますか、現状について、昨

年末にオープンしまして我々も出席をさせてもらいました。で、基本的にはジオパー

クの推進室――推進課の事務室的な印象を持ちました。お客さん一応コーヒーを飲め

たり、何て言いますかね、秋吉台のジオラマっていうんですかいね、こう地形図があ

ったと思うんですが。基本的にですね、あのスペースですよね、今のスペースで将来

的にどういうことを考えておられるのかお尋ねします。 

○委員長（猶野智和君） 末岡教育委員会事務局次長。 

○教育委員会事務局次長（末岡竜夫君） はい、安冨委員の御質問にお答えいたします。 

将来的にと申しますか、もう既に私は完成形になっているというふうに考えており

ます。と申しますのも、あれをこしらえるときに我々で考えたのが、秋吉台に来られ

るお客様のおもてなしの場、それとジオパーク活動をされる市民の場、この二つの機

能を持たそうというのが一番のコンセプトでございました。 

ですから、将来的に今いろんな意見もあります。土産物を置いたらどうかとかいろ

んな意見がございますが、私は今の形がある意味ほぼ完成形で、これをどういうふう

にグレードアップっていいますか、質をクオリティを上げていくかというのが大切じ

ゃないかというふうに考えております。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 安冨委員。 

○委員（安冨法明君） 少し違うことを考えました。一つはもちろん、お客様があそこ

に来られてジオパークについてっていうふうなことを、蓋然的にといいますか……理

解をしていただけるように、見晴らしもいいわけなんですが、私はお客さんって言い

ますか観光客……私はですよ、私が観光客とした場合には、殺風景な建物だなぁとい
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うふうな印象を恐らく持つ。開所式のときにそう思いました。 

で、次長の考え方はそれでいいんですが、例えば場所としては非常にいい場所だろ

うというふうに思います。一つはもう少し秋吉台の四季とか大型スクリーンにある程

度のもので、今流行りじゃないですか、ドローンのようなのを飛ばして現状が見れる

のもいいですし、撮った――四季の映像を撮ったものでもいいと、ビデオのようなも

のでもいいと思うんですよ。 

だから、もう少しサービス的な運営ができないか、サービス向上の上で運用が考え

られんかなっていうふうに一つ思う。 

で、もう一つはね、今言われた商売って言うとなんか品が悪いような感じもします

が、例えばこれ、用意してもらったんですが、これミネコレのカタログです。で、さ

っきの答弁で５８品目ありますよと、まだお披露目できてないのもあるって……入れ

て５８なんだろうと思うんですが。先ほどの実績って言いますか、報告をしてもらい

ました。２６年に２０品目で１０億５，２００万、２７年度が１５品目ふえて３５品

目になって１１億２，３００万。内容がそれぞれいろいろありますから、一概には評

価するのは難しいと思うんですよね。食堂で出るようなものからアイスクリームのよ

うなもの、米それから農産品、梨とかもありますし。要は、私はその美祢で一番足り

ないことは何だろうかなというのは、マーケティングっていいますか、私あんまり得

意じゃないですから。市場調査して、とにかくお客さんに何を売ったらいいのか何を

提供できるのかとか、それがためにはどういうふうなことを我々がせんにゃいけんか

と総合的に輸送とか何とかも含めてそういうふうなものが欠けてると思うんですよね。

で、はっきり言えば商売下手。行政が絡んでると余計……なんていいますか、やりに

くい。 

で、それで基本的には今の社会ってネット社会とか通販の割合がものすごくウェイ

トが高くなって、クロネコヤマトが悲鳴をあげているっていうのを最近やってますよ

ね、テレビで。要は、あそこに品物が全てなくてもいいと思うんです。だから、そこ

でその例えばお米が注文できて、後で宅配で届くよとか、そういうふうな感じのサー

ビスっていうのは、どこかで私はやらないとミネコレ一生懸命これ作ってもですね、

なかなかその実際のその何て言いますかね。この関係者の売上っていいますか、所得、

そういうものにちょっと結びついていないんじゃないかなという気が今してます。で、

ジオのところなんですが、そういうことに貢献ができる場所。そういうものに多少な
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りともできないだろうか。そういうことをぜひ考えてもらえないだろうかと。お考え

をお聞きします。 

○委員長（猶野智和君） 末岡教育委員会事務局次長。 

○教育委員会事務局次長（末岡竜夫君） 安冨委員の今おっしゃることっていうのはよ

くわかります。反対するわけじゃあ全くないんですが、私の今のさっきコンセプトを

申しましたが、もう一つはもうけるなら地域のお店にもうけてほしいっていう気持ち

があります。 

で、あそこで売れば今来館者のデータも取っていますが、だんだんだんだんふえて

おります。かなりの人がやっぱり来館されます。で、売り上げもある程度見込めるん

じゃないかとも思います。で、できるなら一般の方がもうけられる仕組みになればい

いなというふうに事務方としてはそう思っております。 

そういうわけで、それともう一つ、あのそこの店舗って言いますが、カルスターを

つくったときに外装、それから中の雰囲気、いろいろと専門家の方のアドバイスをい

ただいてつくっております。という意味でいろんなものがあるかもしれませんけど、

置く物がそこの雰囲気にそぐうかどうかっていうところ、そういう雰囲気も大切にし

たいと思っておりますので、今ここでいけるいけないとかいう結論は出ませんけど、

また一緒に考えていければなというふうに考えております。 

○委員長（猶野智和君） はい、安冨委員。 

○委員（安冨法明君） うまいこと答弁されていると思うんですけども、私は何て言い

ますか、市民の方があるいは商売される方がお店がそれでもうけていただければそれ

が一番いいと言われるのがそのとおりやろうと思うんです。それを上手くいってない

からじゃないかなと思って今言ってるんですよ。 

で、私思うんですよ。さっきもちょっと似たようなこと言ったかもしれませんけれ

ども、行政が商売しちゃいけんっていう話はないと思うんです。きっかけはちゃんと

行政がすりゃいいんですよ。多少難しいときは行政が積極的に多少赤字になってもや

りましょうと。で、順調に事業が進むようになったら民間にやらせりゃいいんです。

真似しますよ心配せんでも。あねぇもうかるんじゃったらおれもやろうかっていうふ

うな感じの基本的にゃあそういうパターンが多いと私は思うんですね。だから、それ

までは行政がするんですよ、あんまり気にすることはないと。 

で、指導的な……その行政がやるんですから難しいかもしれませんけども、そこを
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考えてやる。で、その行政マンと言えども今頃はやっぱりさっきもちょっと言ったマ

ーケティングはやらないとダメみたいですよ。私あんまり詳しくないからこれ以上言

うとボロが出ますから言いませんけども。そういうふうな感覚で取り組む姿勢が大切

じゃろうと思うんです。だからぜひですね、ま、場所はそれほど広いわけでもないで

すからね、何もかもやれと――さっきのドローンの話もぜひ考えてみて。市長はちょ

っと考えちょるよって言い方を、まあ立ち話じゃったからあれですけれども……基本

的にそのおいでになったお客さんが、それなりの興味を抱いてそのイメージとして、

そのよいイメージを持って帰っていただけるというふうなこと、ね。で、あそこでそ

のカタログじゃあちょっとさみしいかもしれませんけれども、申し込んだら、ね、後

で商品が送ってくるっていう代引きでもいいんじゃないですか。ね、そういうふうな

こと。 

で、ふるさと納税の関係で佐々木課長のところでもどれぐらいのそのこれに対する

需要があって全体のこのさっきの１０億円とか１１億円の中でですね、これによって、

ふるさと納税の返礼品でどれぐらいなねウェイト占めるか――占めてるかっていうふ

うなの聞いてみたかったんです、時間が無くてできませんでしたけれども。そういう

ふうな感じで行政が関与できるところでですね、しっかりやっぱりやれることはやら

れたらいいと思うし、ちゅうよりやらにゃいけんと思うんです。だからそういうふう

な気持ちでぜひ考えてみていただけたらなというふうに思います。今これ以上聞いて

も。はい。 

で、もう一つね、先ほど山中委員も触れられました、前のページの６９ページので

すね、山大とのサイエンスサテライトを開設しますと、資料いただきましたこれです

よね。で、このたび何て言いますか、市長の所信で――施政方針で世界ジオパークに

向けて積極的に取り組みますよっていうふうに言われました。 

で、基本的に前から私たちが議会としても決議書――決議もしてますし、その主張

もしてるんですが、やはり世界ジオパーク目指すためのやっぱり必須条件というのが

いくつかあって、その一つにやっぱり秋吉台の科学博物館の新設といいますか、建て

替えっていうのが私は最初からあれをまとめたときからありますよっていうのを申し

上げてきたと思うんですが。 

もともとですね、秋吉台――秋芳洞観光って学術観光ね、が売りだったんですよ秋

芳町時代は。これは皆さんもちょっと聞かれたと思うんですけども、秋吉台を米軍の
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爆撃演習場を回避するために市民運動と言いますか、町民が学者さんと一緒になって

反対運動をした。で、その結果、それじゃあお前たちは何ができるのかねとか、何し

てるのかねっていうので博物館をつくったといういきさつがあるんですが、結局必要

なことがどうしても大学あるいは学者さんとの連携調査研究でその成果を持って、何

て言いますかね、地域振興、観光客にも喜んでいただける理解をしていただける。 

じゃあ例えば県内の義務教育、小・中学生の皆さんぐらいだったら卒業されるまで

にぜひ一度は秋吉台で学習をしていただくというふうなぐらいなところまでいけば、

私いいんじゃないかなと、本物になってくるんじゃないかなと思いますし、そういう

ふうな先生はやはり、山大の学生さんとかがやってくれたらいいんじゃないかなとい

うふうなことも思います。 

そういうことでこの事業が本当に実のあるものになってほしいと。今金額的にも大

したもんじゃないですけれども、そういうふうなことを思っております。で、これに

ついて将来的には、このことも含めて市長に聞いたほうがこれもいいのかもしれませ

んけれども、お考えをお聞きしておきたいと思います。 

○委員長（猶野智和君）末岡教育委員会事務局次長。  

○教育委員会事務局次長（末岡竜夫君） 今の……正式名は、山口大学秋吉台アカデミ

ックセンターという名前が山大のほうから付いていますが、最終目標は秋吉台科学博

物館やはり建て替えなければならないというのは誰もが心に思っていることだと思い

ます。それを踏まえて、山大――これは、副学長の田中先生を中心にして、いろいろ

協議をしたんですが、やはり何十億円もかかるような建物はすぐにはできないだろう

と。それよりも国や県にもっとアピールできる中身の充実を図るべきじゃないか、と

いうような方針でこのアカデミックセンターのプランが出ました。この３月末によう

やくそのアカデミックセンターが開所式を迎えるということの流れになっております。 

ですから、このアカデミックセンターの活動、この充実度合によって美祢市以外―

―日本国中にどのように発信できるかっていうのが鍵を握っているんじゃないかとい

うふうに思います。安冨委員からこれぐらいの予算でって言っていただいて大変やり

やすくなったんですが、継続して活動の充実させていきたいというふうに考えており

ます。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 安冨委員。 
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○委員（安冨法明君）  わかりましたとは言えないんですけども、基本的には市長の考

え方なんですよね。で、今度一般質問なり、総括質疑の中でまた申し上げるんですが、

市長が市長としてやることを――これまた市長には直接申し上げたいと思うんですが、

動いてもらわなきゃあ、単独事業なんてこんなものできるわけないんですから、庁舎

もやらなきゃいけません。あっちもこっちもお金のいることばっかりです。でも、だ

からこそ地域振興に役立つ種まいちょかんと芽が出ませんからね、だからそういうこ

とまた市長には市長に申し上げますから、また主管課としては頑張っていただきたい

と思います。終わります。 

○委員長（猶野智和君） ほかにございませんか。はい、杉山委員。 

○委員（杉山武志君） はい、私のほうからは４件ございます。まず、６３ページの地

域の伝統文化を活用した郷土への誇りと愛着育成事業というところがございます。新

規事業でですね、よいことだと思うんですが。なぜ、一つだけなのかなという思いが

ありました。市内には県の無形文化財の民舞ですとかさまざま引き継いでいかないと

いけないものがあろうと思うんですが、太鼓を一つ取り上げられておると。なぜ一つ

なのかなという思いがしましたので、その思いがありましたらお知らせいただきたい

と。 

それから、その下のほうになりますが、心の広場充実事業というのがございます。

「心の広場を設置し」とありますが、設置というのはどちらか場所を設定されること

なのかなと、金額も３００万ぐらいかかっておりますので、場所を借りられるのかな

と思って予算書を見ましたところ、これ３１３ページになろうと思うんですが、この

項目がございません。「いじめ等」の下が、すぐ「夢を繋ぐ」となっておりますので、

心の広場充実事業のこの予算の説明ってどこにあるのかなという……どっか一括して

あるのかもしれませんけどその辺ちょっと御説明いただきたいなと思います。 

それと今度６８ページ、秋吉台等保全管理計画策定事業。これは、わずかな金額な

んですけど現在秋吉台……人が立ち入っては危ないところですとか、ほぼ保全してい

かないといけないうえで立ち入らせたくないところに有刺鉄線等以前張っておりまし

たが、その有刺鉄線が朽ちて人が出入りできる状態になっておったり、今ちょっと進

んではいるようですが、いろいろさまざまな立て看板ですとか表示ですね、これが薄

れて見えなくなっていると、そういった貴重な文化財を維持管理していくのに、この

金額で足りるのかなという思いがありましたので、何か思いがあればお知らせいただ
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きたいと。 

それから、最後なりますけど、７１ページ、Ｍｉｎｅ秋吉台ジオパークセンター管

理運営事業。ここで予算を拝見しますと業務委託料１，５８１万５，０００円の内、

業務委託料が１，２２２万９，０００円となっております。何の業務委託をしておら

れるのかなという思いがあります。まあもちろんあそこに入っておられるのが、美祢

観光開発の方が入っておられるわけなんですけど、何を業務委託されているのかとい

うのをお知らせいただければと思います。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 長谷川学校教育課長。 

○学校教育課長（長谷川 裕君） 杉山委員の御質問にお答えいたします。 

まず初めに、地域の伝統文化を活用した郷土への誇りと愛着育成事業でございます。

これは、先ほど申し上げましたように、県の委託事業を受けております。県のほうで

は美祢市以外にもいろんな地域を指定して、この研究を行っているわけですけれども、

例えば長門市さんで言うと歌舞伎、それから周南市さんで言うと神楽、そして柳井市

さんは剣舞、そして山口市さんは狂言、そして美祢市にこのたび和太鼓があるよねと

いうことでですね、これは秋吉小学校、それから中学校へとまた教育課程がずっと流

れていますし、そういった連携による教育活動という点にも注目をして、それをいか

に学校の教育活動に活かしていくかというふうなことをもっと全国に広めてほしいと

いう思いからこういった指定が行われたということを申し添えたいと思います。 

ちなみに、美祢青嶺高校でもそういった太鼓の活動が少し引き継がれていってると

いうこともあります。 

次に２点目でございます。心の広場充実事業の開始設置場所についてでございます。

これまでは週２日という開設でございましたので、勤労青少年ホームの１階の会議室

を利用して設置を行ってまいりました。ここ最近、学校の統廃合が進んでまいりまし

て、その跡地を利用できないかということを少し考えることにしました。このたび、

厚保地域で東厚小学校と川東小学校が閉校になるということでございます。その跡地

利用協議会が設置されておりますけれど、川東小学校については、厚保小学校が耐震

化工事を行う関係で、特別教室の利用であるとかグランドの利用を引き続き１年間は

継続するということを聞いております。ですので、そういった関係で施設を利用する

ということで一教室分お借りをして、その心の広場を設置したいと考えているところ
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でございます。従いまして場所の費用はかかっていないということになります。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 井上文化財保護課長。 

○文化財保護課長（井上辰巳君） それでは、杉山委員の御質問にお答えいたします。 

秋吉台等保全管理計画策定事業についてでございますが、現在、文化財保護課、そ

れから世界ジオパーク推進課、秋吉台科学博物館、観光総務課、あるいは美祢農林事

務所等と月に１回、秋吉台管理会議というものを開催していろいろな諸問題について

検討・対応等をしております。その中で有刺鉄線の問題、あるいは観光案内看板等の

お題も出ております。 

文化財保護課の分野で言いますと、特別天然記念物の保全。県で言うと社会教育文

化財課が担当になりますし、国定公園秋吉台として考えると自然保護課あるいは農林

事務所ですか、国になりますと文化庁あるいは環境省なりと、広い範囲での検討が必

要となってまいります。 

２９年度につきましては、４８万１，０００円という予算でございますが、それら

の調整をしてこれから先どういうふうなかたちで進めていこうかというのが目的です

ので金額的には少ない額で要求をしておるところでございます。で、２９年度中にし

っかり準備をして、３０年度から国庫補助事業で実施できたらというふうに考えてお

りますので、２９年度は少額の予算の要求となっております。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 末岡教育委員会事務局次長。 

○教育委員会事務局次長（末岡竜夫君） 杉山委員の最後の御質問のカルスター、ジオ

パークセンター管理運営業務のうちの業務委託料はどのような業務委託料でしょうか

という御質問ですが、この業務委託料はカルスターの観光案内総合受付業務の業務委

託料でございます。 

カルスターは、条例で定められておる休日が年末年始でございます。３６０日――

約３６０日開いている計算になりますが、この正月は初めてということもありまして、

１、２、３の三が日開けました。だからすごくすごいお客さんが来ました。 

ちなみに、１２月からどれぐらいの来館者数があったかと言いますと、１２月は３，

０２９人、一月は４，４４２人、２月は３日少ないにも関わらず４，５４１人と、１

日平均にいたしましても土日の平均で１日２３５人、山焼きの日は８００人を超える
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方が来館されています。そういう意味で、あそこの案内業務というのは、もちろん１

人じゃあ普通でもできません。最低でも２人ということになります。先ほど言うたよ

うな人数をお客さんかなりいろんなことを尋ねてこられますので、対応するとなると

２人でも今から春、夏になってどれだけの人がくるんだろうとちょっと恐ろしいぐら

い、予想がつきます。 

で、基本的には２人体制ということにしております。２人体制で３６０日やるとい

うことになると最低でも３人、それより上３．５人は必要ではないかなというふうに

思っております。それから、さらに夏休み中になると２人でも無理ということになる

と、アルバイトも関わると思います。そういう意味で今ちょっと高く感じられたのか

もしれませんが１，２２２万９，０００円というような総合案内の受付業務委託料を

計上しております。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君）よろしいですか。ほかにございますか。戎屋委員。 

○委員（戎屋昭彦君） はい、２点ほどお尋ねしたいと思います。 

生涯学習まちづくり推進事業のことなんですが、まず最初に生涯学習推進事業とい

うことで、フェスタのほうも私も参加させていただきましたが、いろんなこれ、効果

的に実施されるように関係機関及び関係団体と連携協力体制の整備に努めますという

ことでおっしゃってますんで、今年度と来年度はどのような違いがあるのか同じかそ

のあたり１点御聞きしたいのと。 

それから、次のページなんですが、市民大学講座。これ、昨年１１月だったか、２

回、山口香さんと藻谷先生の分があったと思います。この部分で私も両方行かしてい

ただいたんですが、いろんな有線その他でＰＲされておられまして、もう少し――言

い方申し訳ない、観客が多いかなと思ってましたら、特に山口香さんなんか本当数え

て百人ちょっとかなと本当に。いやいや時期的な問題があったんか、いろんな日程が

重なったかわかりませんが、やはりＰＲされた割にはこう……参加が少なかったとい

うことがありますんでその辺りについて反省としてどのようにお考えか、ちょっとお

聞きしたいと思います。 

○委員長（猶野智和君） はい、古屋生涯学習スポーツ推進課長。 

○生涯学習スポーツ推進課長（古屋敦子君） それでは、戎屋委員の御質問にお答えし

ます。 
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まず、１点目の生涯学習推進事業についての生涯学習フェスタの御質問であったか

と思いますけれど、今年――２８年度と２９年度とどのように違うのかというお尋ね

です。 

今あの生涯学習フェスタ――生涯学習を進めるに当たっては、生涯学習のまちづく

り推進協議会というのを市内の各団体等企業さんにも来ていただいて進めております。

来年度についても、その推進協議会に諮りながら内容等を検討したいと思っておりま

す。こちらとしては多数の方に生涯学習フェスタに来ていただきたいと考えておりま

すので、その辺についてはもう少し効果的な整備体制が図れればと考えております。 

それから、２点目の市民大学講座のお尋ねです。山口香さんの開催については、こ

ちらとしても考えられるだけのＰＲはしてきたつもりではありますけれど、参加者の

ほうがちょっと若干少なかったと反省をしております。時期的な問題とおっしゃりま

したけれどちょうど秋でいろいろ私たちのほうもお声掛けをすると、稲刈りがとかよ

うなことも言われましたので、その辺も併せて講師の選定、それから時期の問題、こ

れらを総合的に考えて開催をしたいと考えております。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 戎屋委員。 

○委員（戎屋昭彦君） はい、最初のほうはいろいろと企業とのＰＲを重ねてやってい

ただけたらと思います。 

で、今市民大学講座のほうなんですが、確かに私先ほど申しましたように時期的な

問題があったか……いろんなこと申しました。ただ、山口香さんのときの講演のとき

には、いろんなあの……これ後から聞いたんですが、青嶺高校の方が、いろんな秋吉

台のほうでいろんなことのイベントが重なって、生徒さんも来れなかったということ

も聞いております。やはり、その辺りも含めて今後そういったことで……なぜ私今こ

れを申しますかと言いますと、来年度の２９年度の予算に、約１６０万円プラスで２

８０万円ということで、「市政１０周年記念式典と同日に講座を開催し」と。たぶん

これ、１回かどうかわかりませんけど、また来年もそういった市民大学講座を開かれ

るんであれば今年のことを踏まえて、いろんな多くの方がせっかく市民講座で生涯学

習の一環としてやるわけですから、ぜひその辺りのことを踏まえて講師の方々も今か

ら選定しておられるかどうかわかりませんが、日程的なものも含めて、ぜひ検討して

盛大なるフェスタ……学習生涯教育の一環としてやっていただきたいというふうに思
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っております。 

○委員長（猶野智和君） ほかにございませんか。はい、秋枝委員。 

○委員（秋枝秀稔君） お尋ねいたします。これあの……人の関係でちょっとお聞きす

るんですけど、簡単に、簡単にお願いいたします。 

３５０ページの予算書のこれにあの……給料費が出ております。これは、何人かい

うこと。 

それからですね、次の３５３ページの中段ですけど臨時職員賃金１６８万９，００

０円、それから非常勤職員報酬で５６９万２，０００円。これは、どういう関係で何

人ぐらいかということと。もう一つ３６１ページの予算書――これも中段ですけど、

臨時職員人件費１９６万８，０００円が出ております。これは、どういう仕事の内容

で、何人ぐらいかということを簡単にお願いします。 

○委員長（猶野智和君） 末岡教育委員会事務局次長。 

○教育委員会事務局次長（末岡竜夫君） 秋枝委員の御質問にお答えをいたします。 

まず最初に、３５１ページの秋吉台科学博物館の００１一般職員人件費、２，２４

６万３，０００円、この件でございますよね。これは、秋博で働く正職員、学芸員が

２名、それから一般職員が１名、この３名の人件費です。 

それと、次に３５３ページ、００３博物館管理運営事業の非常勤職員報酬５６９万

２，０００円、これでございますね。これは、秋吉台科学博物館の特別専門員３名の

報酬でございます。３名です。特別専門員。学芸員の補助を行うために教育委員会で

要綱で定めております。特別専門員という職がございます。これが３名でございます。

美祢市内の方がお二人。山口市の方がお一人。あ、いえ、美祢市の方がお一人。山口

市の方がお二人です。現在はです。それから、最後は３６１ページのジオパーク推進

事業費の中の臨時職員人件費１９６万８，０００円でございますね。これは、一般の

臨時職員１名でございます。 

以上です。(発言する者あり) 

○委員長（猶野智和君） あの、手を挙げて……秋枝委員。 

○委員（秋枝秀稔君） ３５３ページの臨時職員というのが１６８万９，０００円が今

説明がなかったと思いますけど。 

○委員長（猶野智和君） 末岡教育委員会事務局次長。 

○教育委員会事務局次長（末岡竜夫君） 失礼いたしました。今おっしゃったのは３５
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３ページの００２臨時職員人件費１９６万８，０００円、この数字でございますね。

これは、秋吉台科学博物館の一般の臨時職員１名でございます。 

  以上です。 

○委員長（猶野智和君） よろしいですか。ほかにございませんか。末永副委員長。 

○副委員長（末永義美君） よろしくお願いします。予算の概要６２ページのＭＩＮＥ

グローバル人材育成推進事業――中学生を海外に派遣するという内容ですけども、こ

れは今までの実績として毎年応募者というか、実際に実行されている中学生の数とい

うのはどういう傾向にあるのかというのと、この来る目的、これはまずどういう視点

を持ってるかということと。 

重複しますけれど、次の６３ページの心の広場。これは、私はあの機動的に市内の

各小・中学校とか教育拠点を巡回されるのかなと思ったんですけど、そうでないよう

なので、そういう場所を決める、どういう方法・システムでこの心の広場というのを

展開させるのか。また、指導員――指導員というのはどのような経験とか資格を持た

れた方が担当されるのか。この点をまずお聞きします。 

○委員長（猶野智和君） 長谷川学校教育課長。 

○学校教育課長（長谷川 裕君） まずはじめに、グローバル人材育成についての御質

問にお答えをいたします。 

中学生の海外派遣についての御質問だったというふうに理解しました。平成２８年

度――今年度ですけども、今年度中学生２名がカナダへ約２週間の語学研修に参って

おります。カナダの大学の寮に寝泊まりをして、そして２週間語学研修であるとか、

それからカナダの国の理解、国際理解を行う活動を行って帰ってまいりました。その

成果を教育委員会会議で報告をさせています。 

今年度は２名でしたけれども、来年度はその倍、４名を送りたいというふうに考え

て予算化をしておるところでございます。 

２点目についてよろしいでしょうか。２点目は心の広場の件に関してだと思います。

先ほど学校をめぐるという話がありましたけれども、この心の広場というのは、学校

に行けない子供たちに、その居場所づくりをする――学校に行けないけれども心の広

場には行ってみようというふうな子供たちを集めて学習支援を行ったり、それから適

応――学校に行けるような指導を行ったりというふうなことを行います。だた、その

学級というか心の広場に生徒が来ない場合もあります。そういった場合には、各学校
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にその指導員が参りまして、そして例えば保健室に登校している子供たちの指導を行

ったりであるとか、それから家庭を訪問して子供たちの様子を見に行くとか、そうい

ったことも想定しております。ですので、そういった旅費もこの予算の中に少し盛り

込ませていただいております。そして、指導員ですけれども、教職経験者をそちらの

ほうに配置したいというふうに――免許を持った教職員を配置したいというふうに考

えております。よろしいでしょうか。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 末永副委員長。 

○副委員長（末永義美君） わかりました。中学生の海外の派遣。これはもっともっと

多いい数なんかなと思っていました。美祢市外に行って、県外に行って、ましてや国

外――海外に行って、外部から見た日本のこととか、山口県のこと、地元の美祢市の

こと。これを外部の視点から文化や趣味または学習面いろんなことを見て、海外のい

いところ……海外に行って美祢のいいところ、それを学習とか、その中学生がいろん

な経験を積む中で行ってみないとわからない、実感できないことがたくさんあると思

いますので、もっと予算の計上も含めて、またいろんな子供たちが、もっともっと多

くの数が行けるような体制をとってほしいということを希望します。 

そして、心のほうの広場、これは本当に大事であり、その下にあります特別な支援

を要するという子供の児童に対してもそうですけれど、私も議会に登壇して冒頭言い

ました。今もまだ残りますが吃音、この状態が大変自分のつらい思い出があります。

最近、美祢市内のある校長先生とお会いする中であった会話ですけど、私が思ったよ

りも市内の――いわゆるどもり――吃音の子供が多いと、その数を聞いて驚くほどの

生徒数対比の数としてびっくりするような数でした。家庭の事情や精神的な自分の思

い、いろんな動機で、吃音・どもり・またその他。いろんな障害といいますか、心の

ハンデみたいなものが生まれています。ただ、私の経験から言いますと、先生との出

会い、それをいじめる子供との出会い、それをかばってくれる子供との出会い、その

ことによってたったそのどもり、たったした自分のハンデがちょっと変わるだけで急

にスポーツができるようになったり、友達ができるようになったり、もちろん学習が

――勉強が面白くなったりする。 

こういった意味でも今市長がおっしゃられている教育の充実都市の実現――教育環

境の実現という意味を含めてレベルアップ……頭のよい子だけを育てるのではなくて、
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いろんな子供たちがいる、いろんな個性がある。そこに今まで以上に広く深く目が行

き、手が届き、子供の笑顔が一つでもふえるような教育環境の充実を切に願うと同時

に、本当に美祢市に来て子供が変わったとそう思われるような教育充実――教育環境

の充実が更に拡張できるような美祢市教育の要請を同じく希望します。 

続きまして、もう一点だけお願いいたします。次の６４ページ、６５ページですけ

れども、いわゆるスクールバス運行事業について、ちょっとこれは漠然としたお願い

といいますか、質問があります。 

最近ちょっと耳にしたんですけども、ある小学生が中学生に上がると、で小学生ま

ではバスがあった。でもその小学生が中学生になってしまったので、すぐ目の前を通

っている同じ方向に行く小学生が乗っているバスに乗りたかったと、でも予算の計上

上――ルールの規定上、それは小学生までと。中学生になったらだめだと。そこに対

してルールとか規約いろんな問題があると思うんですけども、これこそが教育環境の

充実という目で見ても何か条例を改正でも少しでも何か文言を変えて、その子たちが

そのバスで利用できる。せめて朝の登校だけでも利用できる。こういったちょっとし

た気持ちの――目線の変動によって、その子たちの教育環境を少しだけサポートして

あげられるようなことができないのか。あくまでもルールだから目の前に一緒に小学

生がいても私たちは乗れない、これはルールですからっていうのが行政の目線なのか

この辺の御判断のことをお伺いします。 

○委員長（猶野智和君）金子教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（金子 彰君） 末永副委員長の御質問というか、御要望にお答

えをしたいと思います。 

お答えになるかどうかわかりません。今、３０年度からの実施に向けまして、今旧

１市２町でそれぞれにわかれております通学費補助。これに関して、市全域で統一し

た考えのもとに行うということで見直しの作業を行っているところでございます。 

で、その中で路線バスもあり、またコミュニティーバスもあり、またタクシー等で

送迎する場合もあり、また徒歩や自転車で行かれる方もあり、そういった登下校につ

いてはさまざまなやり方、手法で学校に今児童・生徒が通っていると、通学している

という状況にあります。で、それを全市的な見直しをかけまして、何とか統一したや

り方にしたいというふうに考えております。で、その中でスクールバスも当然一つの

通学の手法であります。 
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従いまして、その見直しを行う中で、いかに不公平感が無いように、またよりよい

通学手段が――児童・生徒がよりよい通学手段が取れるような手法。そういったこと

を総合的に考えていきたいというふうに思ってます。 

で、従いましてそのスクールバスが通っているからそれに、その目の前を通るから

それに――例えば中学生になった生徒さんを乗せる、ただ単純に乗せるとか、そうい

ったことも含めて全体的に見直しをかけていかないといけないというふうに考えてお

ります。 

で、冒頭申し上げましたけど、その３０年度からの実施に向けて、その今見直しも

最中でございます。そのスクールバス――言われましたスクールバスの件も含めて案

を考えてまいりたいというふうに思っております。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 末永副委員長。 

○副委員長（末永義美君） 今聞いて、半分――６割は安心しました。ただ、もう一声

お願いです。あと１カ月、４月の１日から中学生になると。行政的な私たちの目線で

は進んでるという思い。一方で４月からもう始まる。じゃあ、あと１年ちょっとは希

望を持って待てという思いがあるんですね。でも、ならば請願書とか嘆願書を出せば

また事は何とかなるのかという、いろんな方法もありますけども、とりあえず教育委

員会の考えとしては、平成２９年度の４月１日――新中学生、１年生今言った事例が

あるんですけど、その他多分同じような似通った思いがある地域や家庭や子供たちの

思いがあると思います。その子たちにとってはこの１年間、２９年度からちょっと待

てと。それしか今はお答えが無いでしょうか。 

○委員長（猶野智和君）明日また市長が直接来られるので、例えばそちらで直接市長に、

はい、申せられればいいと思います。（「はい」と呼ぶ者あり）ほかにございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（猶野智和君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。次に、災害復旧費を議

題といたします。執行部より説明を求めます。志賀農林課長。 

○農林課長（志賀雅彦君） それでは、１１款災害復旧費について御説明申し上げます。

予算の概要の７３ページになります。 

１項農林施設災害復旧費・１目単独災害復旧費・現年農林施設単独災害復旧事業と
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いたしまして、６６万円を計上しております。 

２目補助災害復旧費・現年農林施設補助災害復旧事業といたしまして、３０２万円

を計上しております。特定財源といたしまして、補助災害復旧費において県支出金１

２０万円と地元分担金２０万円を予定しております。 

○委員長（猶野智和君） 中村建設課長。 

○建設課長（中村壽志君） 続きまして、その下の２項土木施設災害復旧費・１目単独

災害復旧費・現年土木施設単独災害復旧事業につきまして、７２８万円を計上いたし

ております。 

これは、小規模な災害が発生した場合に必要な経費でございまして、主なものは業

務委託料４８０万円、災害復旧工事２２０万円でございます。 

続きまして、その下、２目補助災害復旧費・現年土木施設補助災害復旧事業につき

まして、９２５万円を計上いたしております。 

これは、災害が発生した場合に必要な経費でございまして、主なものは災害復旧工

事９００万円でございます。この国の補助率は６６．７パーセントでございます。 

以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 説明が終わりました。それでは、質疑を行います。質疑はご

ざいませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（猶野智和君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。最後に市税等の歳入を

議題といたします。執行部より説明を求めます。細田総務部次長。 

○総務部次長（細田清治君） それでは、歳入について御説明を申し上げます。予算の

概要の６ページ、予算書の６０ページ及び６１ページをお開きください。予算書で説

明をさせていただきます。 

１款市税でございます。１項市民税でございますが、個人所得の大幅な改善を見込

めない状況にある中、１目個人分は平成２８年度決算見込み額と過去の伸び率から平

成２９年度の納税義務者を算出し、９億３，３６４万５，０００円を計上しておりま

す。２目法人分は、平成２８年度の法人税割の決算見込み額と中間申告による納税の

状況及び過去の増減比率から２億１，４７８万９，０００円とし、個人・法人合わせ

た市民税を対前年度７，９０５万６，０００円減を見込んだ１１億４，８４３万４，

０００円を計上しております。 
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２項固定資産税・１目固定資産税でございます。土地は宅地等の下落修正による減

額、家屋は新増築家屋と滅失家屋の評価額の差と平成２８年度の決算見込み額から増

額、償却資産は平成２８年の設備投資の動向と決算見込みから増額を見込み、現年度

課税分において土地を３億２，２２１万円、家屋を６億６，１５５万円、償却資産を

６億２，９７２万９，０００円とし、固定資産全体では対前年度比６，２０５万２，

０００円増の１６億２，７００万７，０００円を計上しております。 

２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金でございます。対前年度比３８万９，

０００円減の１，２８８万円を計上しております。 

３項軽自動車税でございます。平成２８年１０月の登録台数と過去の伸び率から、

平成２９年度課税登録台数を見込み、容認者等の新車購入の新税率の適用により対前

年度比１９０万９，０００円増の９，７００万円を計上しております。 

１枚めくっていただき、６２ページ、６３ページをお開きください。 

申し訳ありません。軽自動車でございますが、対前年度比１９０万９，０００円増

の９，０７０万円を計上しております。申し訳ありません。 

一枚めくっていただき、６２ページ６３ページをお開きください。 

４項市タバコ税でございます。平成２８年度決算見込み額と各４年の伸び率及び旧

３級品の税率改正から平成２９年度税額を見込み、対前年度５９９万４，０００円減

の１億６，５１０万４，０００円を計上しております。 

５項鉱産税でございます。平成２８年度決算見込みと過去の実績による伸び率を考

慮し、対前年度２７１万８，０００円減の５，８４１万４，０００円を計上しており

ます。 

６項入湯税でございます。平成２８年７月から特別徴収義務者が変更となり、変更

後の利用実績から平成２８年度決算見込み額を算出し、過去の伸び率と平成２８年度

決算見込み額から対前年度６３万１，０００円減の６６万７，０００円を計上してお

ります。 

７項都市計画税でございます。先ほど御説明いたしました固定資産税の土地及び家

屋と同様の理由により、対前年度６９万１，０００円減の９，２０１万１，０００円

を計上しております。 

以上が市税でございます。 

２款地方譲与税から６６ページ、６７ページまでの８款自動車取得税交付金は、国
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・県からの配分によるもので、予算の作成につきましては昨今の景気の動向、国の施

策を考慮するとともに各関係機関からの見込み及び過去の実績を参考に計上したもの

でございます。 

以上、税の関係の歳入の説明を終わります。 

○委員長（猶野智和君） 竹内財政課長。 

○財政課長（竹内正夫君） 続いて、私のほうからは市債について説明をさせていただ

きたいと思います。予算書に説明書につきましては１０６の、１０７ページ――１０

６、１０７ページをお開き願います。 

まず、１目総務債におきましては、総務部及び総合政策部所管の庁用車２台を購入

するため、低公害車導入事業債３５０万円を計上をいたしております。これについて

は、地域活性化事業債で対応いたします。 

続いて、２目民生債・１節社会福祉債におきまして、過疎債ソフト分として社会福

祉協議会運営補助事業債６，９６０万円を計上しております。 

また、２節秋芳北部地域に整備いたします、公立保育所施設整備事業債として２億

８，２８０万円を計上しております。これについては過疎ハード事業債でございます。 

次に、３目衛生債・１節病院事業債では、病院事業会計において実施されている事

業に対する繰出金に充当するもので、４，４６０万円。これにつきましては、過疎債

ソフト分でございます。 

また、２節水道施設債では上水道事業体系において実施される事業に対するもので、

一般会計市債として３，９９０万円を計上しております。 

続きまして、４目農林債４，６３０万円につきましては、公共事業等債で予定をし

ておりまして、農林経営近代化設備整備費用債などハード事業へ充当することとして

おります。 

次の５目商工債・１節観光債観光施設整備事業債５，０００万につきましては、大

岩郷整備事業に過疎債ハード、２節商工債につきましては、商工労働課所管の庁用車

を購入するため、低公害車導入事業債１００万円を計上しております。 

次の６目土木債につきましては、道路新設改良事業債６，７００万円のうち２，０

００万円につきましては建設債でございます。 

街路事業債５２０万については、過疎債ハード分をそれぞれ所要の事業に充当いた

しております。 
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また、建設課所管の庁用車の購入にあたり、低公害車導入事業債１００万円を計上

しております。 

次に、７目消防債消防施設整備事業債６，５８０万円につきましては、消防自動車

更新等の事業に充当を予定しております。全額が過疎債ハード面でございます。 

次の８目教育債につきましては、施設小学校債において、秋芳桂花小学校整備事業

債にかかわる小学校設備整備事業債を１０億１，２９０万円計上しております。 

また、桂花小学校送迎用のスクールバス導入事業債として、４７０万円を計上して

おります。 

次の２節社会教育債については、公民館の施設整備にかかわる地域文化振興施設整

備事業債８６０万円。 

１ページめくっていただきまして、１８９でありますが、ここからは市民会館のト

イレ改修にかかわる市民会館設備整備事業債２，７６０万円。これについては、過疎

債ハード分です。 

さらに、ジオパーク推進事業債として１，３５０万円につきましては、過疎債ソフ

トでございます。 

９目災害復旧債につきましては、農林土木総額４８０万円。これについては、災害

復旧債でございます。 

１０目林材生対策債につきましては、４億７，５００万円で前年度と比較して８０

０万円の減でございます。 

以上、市債全体では前年度と比較して１０億９，５５０万円増の２２億２，２１０

万円を予定しております。そのうち過疎債ソフト分は１億２，７７０万円、過疎債ハ

ード分及び辺地債については１５億３，１００万円で、合計額は１６億５，８７０万

円となったところでございます。 

それでは、続きまして予算書の９ページをお開き願います。（「マイク近づけて」

と呼ぶ者あり）あ、はい、失礼しました。 

９ページのほうでは第二表債務負担行為をお示しいたしております。こちらでは、

Ｍｉｎｅワクワク住マイル事業ほか６事業につきまして掲載しておりますが、平成２

９年度において新たに債務負担行為を設定するものについて計上いたしております。 

説明につきましては、以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） 説明が終わりました。それでは、質疑を行います。質疑はご
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ざいませんか。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） お尋ねいたします。市民税が昨年より多めの予算設定になって

いますが、市民の暮らし、収入が向上しているのか、今確定申告中ですが、所得の向

上を実感されているのでしょうか。また農家においては収入――農産――生産者――

米価との下落は御存じのとおりですが、農家の収入などのついてはどのように見込ま

れておられるのでしょうか。お尋ねします。 

○委員長（猶野智和君） 細田総務部次長。 

○総務部次長（細田清治君） 今、平成２８年分については、国税の確定申告中でござ

いますので、平成２８年分の収入については平成２９年度で市県民税を課税しますの

で、６月を過ぎなくちゃですね、どういう状況かっていうのは判断は今ではできない

状況でございます。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君） 十分わかりますけれど、この市税――市民税の予算措置でその

やはり……どういった……このぐらい収入があるからこうと予算を立てられたのじゃ

ないかと思うんですが、どうなんでしょうか。 

○委員長（猶野智和君） はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） ……済いません。市民が本当に苦しい生活をしてるので……あ

の、ちょっと負担が多くて収入が少なくなって大変ではないかと思います。アベノミ

クスの、あの……この企業の……企業のあの、法人税の減額もありますが、アベノミ

クスであの……トリプルダウンって言うんですか、影響があるのかどうかって言うこ

ともありますが、それはそれとして、市民が本当に――大変な今の状況で大変なので

はないかと思います。その中でその市税の……この収入の市税のところを見れば昨年

より予算設定がふえておりますので、そこの状況をお尋ねいたします。 

○委員長（猶野智和君） 細田総務部次長。 

○総務部次長（細田清治君） 税収の見込みは先ほど言いましたように、個人の市民税

は９億３，３６０万５，０００円としております。そして、市民――所得割でござい

ますが、１人あたりが昨年度は当初予算は８万３，９２５円、市民税は。で、計算を

しておりました。今年は８万３，９４８円。若干ですが２３円ほど決算見込みから増

加した金額になってますが、それで納税義務者数をかけて予算を計上しております。 
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以上でございます。 

○委員長（猶野智和君） よろしいですか。はい。安冨委員。 

○委員（安冨法明君） １点だけお聞きをします。お願いをしてたと思うんですが、起

債もかなりの額になってくるんですが、課長言っちょったよね、５パーセント以内で

っていうふうに表記がしてあるわけですが、実際は時勢のね――実情ってのは違うと

思いますから大体今の実情について説明してください。 

○委員長（猶野智和君） 竹内財政課長。 

○財政課長（竹内正夫君） ただいまの質問についてお答えしたいと思いますが、今予

算書のほうには５パーセント以内でというような書きぶりをしておりますが、昨今金

利がかなり低下しておりまして、実情でもこの前の補正予算発注後につきましても、

利率の見直しで予算を閉じておりますが、当初予算では２８年度につきましては０．

６パーセントぐらいで利率を見ておりましたが、実際のところは０．１パーセント、

ものによってはそれ以下という利率になっておりまして、現状では本市は財政融資と

かですね市中銀行から借り入れは少ないので余計利率は低いんですが。現状では０．

１パーセントから以下ぐらいで推移している状況でございます。 

以上です。 

○委員長（猶野智和君） よろしいですか。はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 先ほどの消防のときに申し上げたと思うんですが、ちょっと起

債についてお教えいただきたいんですね。まず、概要書の１８ページに２９年度は２

２億３，５８０万――普通債が。そして４８０万と臨時財政対策債。これが４億４，

５５０万ということでなってるわけですが、予算書の５７ページに先ほど課長のほう

から説明がありましたのは、２２億２，２１０万とこうおっしゃたんですね。で、こ

の概要書のほうと、それともう一つ予算書の３９０ページに地方債のいくらかけてい

くら返すよという表があるんですね。その中では、普通債がここで２２３億５，８０

０万。でトータルしたら２７億１，５６０万こうなってるんですよ。この辺の数字は

言い方悪いがバラバラなんで、どことどこをどうしたら整合するのか教えをいただき

たいと思います。（「ちょっといま確認……見ているところでございますが」と呼ぶ

者あり） 

○委員長（猶野智和君） 手を挙げていただければ。（「はい」と呼ぶ者あり）竹内財

政課長。 
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○財政課長（竹内正夫君） 失礼いたしました。３９０ページの表と予算の概要の資料

のほうは整合がとれているものと認識して……いますが。（発言する者あり） 

○委員長（猶野智和君） はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） もうちょっとあれしますとですね、５９ページの――予算書の

５９ページには、地方債が今年度予算の財源内訳の中で１７億４，７１０万。これに

臨時財政対策債を４億７，５００万足したら、先ほど申し上げました表のあれになる

んですね。当然、１０ページの地方債も合計しますと２２億２，２１０万なるんです。

ただ、どうしても気になるのは概要書の数字が違うのと――３９０ページが違うんで

すいね。従って、そうなりますと、どれを基準にして次の公債残高って言いますか、

あるいは２９年度以降の極端な言い方をしたら、公債費がどれがベースになっている

のか、ちょっといまいちわかりにくかったんで説明を求めたわけであります。 

○委員長（猶野智和君） 休憩しますか。それでは、暫時休憩いたします。 

    午後 ４時４１分休憩 

    癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

    午後 ４時５２分再開 

○委員長（猶野智和君） 休憩前に続き、委員会を開きます。先ほどの件でございます

が、竹岡委員、執行部には数字を精査してもらい明日の冒頭で報告させていただくと

いうことでよろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）それではほかにございま

すでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（猶野智和君） 質疑なしと認め質疑を終わります。これにて本日の審査を終

了いたします。それでは明日３月８日午前９時３０分から当委員会を開催し西岡市長

出席のもと総括質疑を行いますので、よろしくお願いいたします。 

本日はこれにて散会いたします。ご審査ご協力真にありがとうございました。お疲

れ様でございました。 

    午後４時５４分閉会 

    癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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